
１ 

福祉文教委員会会議録 

 

令和３年１２月１４日（火） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １８：１４ 

【 案 件 】 

１．議案第 ９６号 令和３年度 飯塚市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

２．議案第１０３号 令和３年度 飯塚市学校給食事業特別会計補正予算（第２号） 

３．議案第１０９号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例（文化施設関

係） 

４．議案第１１１号 飯塚市特別会計設置条例の一部を改正する条例 

５．議案第１１３号 飯塚市立図書館条例の一部を改正する条例 

６．議案第１１７号 契約の締結（文化会館大規模改修工事） 

７．議案第１２２号 令和３年度 飯塚市一般会計補正予算（第８号） 

【 報告事項 】 

１．飯塚市教育委員会事業評価結果（令和２年度分）について       

２．「第２次飯塚市総合計画（中間見直し）案」に対する市民意見募集について 

                                           

○委員長 

 ただいまから福祉文教委員会を開会いたします。「議案第９６号 令和３年度 飯塚市介護

保険特別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○高齢介護課長 

「議案第９６号 令和３年度 飯塚市介護保険特別会計補正予算（第１号）」の補足説明を

させていただきます。補正予算資料の３ページをお願いいたします。そこにあります表の特別

会計の介護保険の欄に記載しておりますとおり、歳入歳出をそれぞれ１億３５４２万５千円追

加いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ１５８億５６９４万３千円にしようとするも

のでございます。今回の補正につきましては、主に４月から補正予算要求時点までの実績をも

とにいたしまして、伸び率等を勘案して積算いたしました決算見込額の算出により補正を行う

ものでございます。 

補正の主な内容につきましては、資料１５ページの介護保険特別会計をお願いいたします。

記載の順番どおり、歳入歳出の順で主なものについて説明させていただきます。まず歳入でご

ざいますが、保険料につきましては補正予算要求時点までの実績をもとに精査を行いました結

果、２３４万９千円の減額補正となっております。国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及

び繰入金の一般会計繰入金につきましては、歳出の保険給付費及び地域支援事業費等の補正に

応じまして、それぞれの負担割合で歳入額の増額及び減額補正を行っております。 

国庫支出金の上から６つ目の黒丸、保険者機能強化推進交付金につきましては、市町村が実

施する高齢者の自立支援・重度化防止等に関する取り組みを支援することを目的に設置された

ものでございますが、その交付額２１１７万７千円の交付が決定されたことに伴う歳入額の増

額を行うものでございます。あわせてその下、７つ目の黒丸、保険者努力支援交付金につきま

しては、市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業等に関する取り

組みを支援することを目的に設置されたものでございます。その交付額２１８７万９千円の交

付が決定されたことに伴う歳入額の増額を行っております。繰越金につきましては、前年度の

繰越金となります５５３６万８千円を増額計上するものでございます。 

次に、歳出でございます。保険給付費につきましては、今年度４月から補正予算要求時点ま

での各給付費の実績をもとにいたしまして、伸び率等を勘案し、決算見込額を積算しておりま
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して、保険給付費全体としまして５９７９万７千円減額補正し、給付総額を１４１億

９１７７万２千円にするものでございます。次に、地域支援事業費につきましては、保険給付

費と同様に、今年度４月からの事業費の実績をもとにいたしまして決算見込みを出し、地域支

援事業費全体としまして、３７４１万２千円を増額補正し、総額を１１億２２８２万７千円に

するものでございます。次に、基金積立金につきましては、保険給付費の減額等に伴う財源調

整として、９９８１万８千円を増額補正いたしまして、総額を１億６２５１万５千円にするも

のでございます。資料の次のページの諸支出金の償還金につきましては、前年度の介護給付費

等の確定によりまして、国及び県からの交付金等の超過受け入れ分等を返還するために、合計

５６５３万２千円の増額補正を行っております。以上、簡単でございますが、補足説明を終わ

ります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 今年度の介護保険特別会計の組み立ての特徴の一つは、介護保険料を引き上げて、さらに引

上げて組んだというところにあったと思うのですけれど、昨年までは県下の中では２番目に高

いということでしたね。３月の段階では、値上げによって１位になるかもしれないということ

だったけれども、現状はどういうところにあるのか、お尋ねします。 

○高齢介護課長 

 今年度と言いますか、今期の介護保険料の県内の順番で言いますと、前期と同様、２番目で

ございます。 

○川上委員 

 １番目はどこですか。 

○高齢介護課長 

 広域連合の田川の郡部のほうを何ブロックと言ったのかちょっと記憶が、度忘れしたのです

けども、そのブロックで前回と同様でございます。 

○川上委員 

 さっきサービスの関係の補正の説明があったのですけれど、サービス水準は全県の中では、

どういう位置にありますか。福岡県の中では。介護保険料が２番目に高いのだったらサービス

は２番目に高いのかということをお尋ねしているのですけれど。 

○高齢介護課長 

 サービスの県内の順位ということでございますけれども、介護保険のサービスというのは、

各個々人に合ったケアプランサービスに基づいてサービスを提供していますので、県内でこの

順位が１位とか２位とかいう想定はちょっとしづらいのかなと思っております。 

○川上委員 

 そうすると、介護保険料が高いということと個々の必要な方のサービス水準が高いか低いか

というのは、かかわりのないことだということを確認していいですか。 

○高齢介護課長 

 介護保険料というのはサービス給付費から割り戻すような形で算出しておりますけれども、

個々人のサービスはケアプランに基づいて提供しておりますけれども、その提供する方が多い

と保険の給付費は多くなってくるものと考えております。 

○川上委員 

 ですから、個人にすれば、介護を受けたいという人との関係で言えば、介護保険料が高けれ

ば、それだけ充実したサービスを受けられるということは、特にはないという、そういう意味

でのかかわりはないということなんでしょう。 

○高齢介護課長 
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 そうですね、介護サービスというのは、個々人に応じたケアプランサービスで提供されてお

りますので、保険料が高いから、その個人の方に対して充実したサービスが受けられるという

性質のものではないと考えております。 

○川上委員 

そうすると、また戻りますけれど、今度の介護保険料の引き上げとセットで、あなた方が押

し出してきているのが、介護の適正化事業ということですよね。５つも６つも項目があったけ

れど。そういうことで、適正化の名のもとに、必要なサービスが受けられないというようなこ

とが起きていないかということを心配するわけですね。今言ったような観点で、この補正予算

を見ていきたいと思うんです。 

それで最初、介護保険料の１８１ページ、第１号被保険者保険料が２３４万９千円減額補正

になっているのですけれど、説明資料を見ると、少し細かい説明がありますね。普通徴収につ

いて、これはどういうことなのか、ちょっと説明していただいていいですか、現年分。 

○高齢介護課長 

 普通徴収の部分ということでご説明しますと、当初予算要求時の想定人数が５４３８人でご

ざいました。それが補正予算要求時点までの実績をもとに精査しました結果、普通徴収の対象

人数が４８０３人ということになったというところで、逆に特別徴収のほうの人数で申します

と、当初予算要求時に３万５０４７人想定しておりましたのが、補正予算要求時点までの実績

で精査しました結果、３万５６１４人と人数が増えているというところでございます。 

○川上委員 

 普通徴収が６３５人対象が減って、特別徴収が５６７人ふえるというのはどういう現象なん

ですか。 

○高齢介護課長 

 特別徴収と普通徴収のトータルで申しますと、６８人人数が減っています。当初要求すると

きの特別徴収と普通徴収の人数の割り振りなんですけれども、その年度途中で、それまでずっ

と年金から天引きされておった特別徴収の方が、保険料が例えばコロナ減免とかで変わります

と普通徴収に変わってしまうということがございまして、コロナが始まってからその人数の予

測はちょっと難しくなってきています。ちょっと、若干の誤差が出たということでございます。 

○川上委員 

 若干という感じが私はしないんですよ。若干の誤差、いろいろコロナのこともあるのでしょ

うけれど、コロナの影響でこれだけの人数がふえた、減ったと。もう少し説明できないですか。 

○高齢介護課長 

 ここに上げておりますそれぞれの数字を足し合わせたところをちょっと記載していませんけ

ども、先ほど申し上げたとおりトータルの人数で申しますと６８人減、精査を行った結果

６８人減となっております。この４万幾つかの人数の中で６８人というのは、十分、かなり正

確な数字ではないかと考えております。 

○川上委員 

 いや、不正確とか言っていないんですよ。 

○高齢介護課長 

 この普通徴収、特別徴収の人数の積み上げと申しますのが、まずきょねんの令和２年度の実

績がございます。きょねんの令和２年度の当初予算要求時、１２月補正による要求時、決算の

実績の数字がございます。それと令和３年度の当初予算要求時と１２月補正の間までの実績の

数字がございます。これから３月までの人数の見込みを出すわけですけれども、その見込みを

出すときに、きょねんの実績で１２月補正予算要求時から決算に至るまでの伸び率をもとに、

今回もきょねんの伸び率を使って積算を行っているところで、計算というのは行っております。

でも、コロナ減免が多かったり、少なかったりとか、そういうところでなかなか実績とか見込



４ 

みとかいうのは出しづらい状況にあるところでございます。 

○川上委員 

 コロナの影響、コロナ減免というのは、具体的には、こういう減免なんですという、その影

響額がこれだけですというのが出ますか。 

○高齢介護課長 

 申しわけありません。ちょっと今すぐには手元に資料を用意してありません。すみません。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：１６ 

再 開 １０：４９ 

委員会を再開いたします。 

○高齢介護課長 

 昨年度から今年度にかけまして、コロナ減免の実績の数字をお答えさせていただきます。昨

年度が、対象人数が１０１人で減免額は７４５万４３７０円。令和３年度のきょう現在までの

数字で申し上げますと、対象人数が６０人で減免額が４５６万４９８０円となっております。 

○川上委員 

 説明資料で徴収率が９１．２２％となっています。これはどういう位置、この間の経過から

言えば、どういう位置を占めるのか、お尋ねをしたいと思います。 

○高齢介護課長 

 この普通徴収の徴収率９１．２２％につきましては、昨年、当初予算要求する際の最新の徴

収率でございました令和元年度の９１．２２％をそのまま用いたものでございます。 

○川上委員 

 それで参考に、前年度か前々年との比較でどうかというのを聞いたつもりだったんですね、

言葉足らずで申しわけないです。 

○高齢介護課長 

 今、手元にございます数字で申し上げますと、先ほど令和元年度が９１．２２％と申し上げ

ました。その前年、平成３０年度が９１．０３％でございました。 

○川上委員 

それはそのくらいにしておきましょう。また今度、保険料の問題のときに聞きたいと思いま

すけれど。 

それで１８５ページの雑入、第三者納付金が１５４９万８千円の増額ということになってい

ます。ちょっと説明してもらっていいですか。 

○高齢介護課長 

 第三者納付金と申しますのは、交通事故とかで介護状態になった方がいらっしゃる場合に、

一旦、介護保険から保険の給付をいたします。その後、事故原因の当事者である加害者のほう

であるとか、保険会社のほうから納入していただくという流れになっているものでございます。 

○川上委員 

 １８７ページの介護認定審査会費が、委員報酬が１１３万１千円減額となっています。どう

いう事情かお尋ねします。 

○高齢介護課長 

 今年度４月に認定審査会の委員さんの任期、新規、任期変えというか、任期の更新がござい

ました。その際、３年に１度でございますけれども、委嘱状交付式というのを毎回やっている

のですが、今年度につきましてはコロナ感染症対策に伴いまして、交付式そのものを中止いた

しましたために、その経費の減額となったものでございます。 

○川上委員 



５ 

 ということは、委嘱状交付式に１１３万１千円かける予定だったということになりますか。 

○高齢介護課長 

 その委嘱状交付式の後に委員さん方の研修も予定しておりまして、その委嘱状交付式と研修

もあわせたところで予定を考えておりました。 

○川上委員 

 その研修というのはどういうことをする予定だったのですか。委員の報酬が１１３万円でし

ょう。報酬の減が１１３万１千円なんですよ。この報酬の減の中に、研修会の費用も、どうい

う関係なんですか。 

○高齢介護課長 

 委嘱状交付式の後に引き続き研修会を予定しておりました。その委嘱状交付式と研修会に参

加された方に対する委員報酬でございます。 

○川上委員 

 委嘱状式で幾ら、研修会で幾らということになっているわけですか。 

○高齢介護課長 

 引き続き同日に行いますので、１日分の報酬でございます。 

○川上委員 

 １８９ページに介護サービス等諸費の減があります。これはどういうことですか。見込み違

いということはないでしょうから。 

○高齢介護課長 

 介護サービス等諸費の減額、４８９１万８千円の減額の部分のことだと思いますけれども、

この介護サービス等諸費の補正につきましては、当初予算要求時に今年度のサービスごとの給

付の見込みを積み上げてトータルになるのでございますけれども、だからサービスごとにそれ

ぞれ見込みを、なるだけ正確に見込もうと思って、積み上げてはいるんですけども、なかなか

正確に見込むことが困難でございまして。基本的には増額傾向にございますけれども、その

サービスごとの決算見込みの誤差の積み上げが、この４８９１万円という数字になったもので

ございます。 

○川上委員 

 ３月の当初予算のときから半年なんだけれど、相当な想定外というようなことは特になかっ

たのですか。 

○高齢介護課長 

 コロナの緊急事態宣言というのが、一番見込み違いという部分はあるかもしれませんけれど

も、コロナによって給付サービスの受ける方がふえる部分もあれば減る部分もある。緊急事態

宣言の回を追うごとにつれて、あまり影響が見られないサービスもあるというところでなかな

か見込みがしづらい部分がございました。 

○川上委員 

 コロナの緊急事態宣言というのも、今回の減額補正にどういう影響があったかわからないと

いうことですか。 

○高齢介護課長 

 サービスの傾向としましては、訪問系が減る傾向にございました。通所系はきょねんと比べ

ますと、さほど影響はなかったのかなというふうな感じと申しますか、数字でございました。 

○川上委員 

 そうすると訪問系というので減になったそのボリューム感というのは把握しているのですか。

今、答弁できますか。 

○高齢介護課長 

 一例で申し上げますと、例えば訪問介護のサービスで申し上げますと６２１５万円、当初予



６ 

算から見込みが減になっております。 

○川上委員 

 全体としての訪問系という、あなたが言ってくれた全体のボリューム感というのはわからな

いですか。 

○高齢介護課長 

 サービスごとの一覧は用意しているのですけれども、その訪問系・通所系というような区分

けでしていないものですから、ちょっと積み上げというか、足し算にちょっと時間が必要にな

ります。 

○川上委員 

 足し算に何分くらいかかるんですか。いや、私が訪問系ということでくくって問題提起した

わけではないからね。全部言ってくれてもいいんですよ。足し算しなくて。こっちでするから。 

○高齢介護課長 

 では、主なところで申し上げますと、先ほど訪問介護の数字を申し上げました。次に訪問入

浴、こちらのほうがふえておりまして、１５４５万２千円の増でございました。これは件数の

ほうがふえておりまして、件数のほうがちょっと若干増えております。それから通所介護で申

し上げますと、件数が減っておりまして３７３８万３千円の減でございました。訪問を主にし

ております居宅介護サービス費で申し上げますと、１億３６７万円の減額となっておるところ

でございます。 

○川上委員 

 今度は、同じく１８９ページですけれど、２項にある予防サービスね。予防サービスは伸び

ていますよね。増額補正になっていますよね、２２８０万８千円。これはどういうことでしょ

うか。 

○高齢介護課長 

 予防給付で増額要因となっておりますのが、訪問介護で件数がふえておりまして５８３万

９千円。訪問リハビリで、こちらも件数がふえておりまして２３７万９千円。通所リハで件数

がふえておりまして８５６万円の増額要因となっております。 

○川上委員 

 なぜふえているかの分析がありますか。 

○高齢介護課長 

 予防給付の対象者の方は、介護関係のサービスを受ける方の中でも比較的元気な方と申しま

すか、多いほうになりますので、コロナの影響を受けにくい方が多かったのではないかという

ふうに考えています。 

○川上委員 

 ちょっとよくわからない。１９０ページの３項なんですけれど、高額介護サービス等費、こ

ちらは３８９３万５千円の減額と。こちらはどういう事情か、分析がありますか。 

○高齢介護課長 

 高額介護サービス費の減額要因といたしましては、市内に特別養護老人ホームが今、建設途

中にありますけれども、この建設が年度内完成の見込みであったのが、コロナ関係で工事が遅

延しておりまして、建設遅延によるサービスの減額要因となっております。それから支給基準

額、制度改正による見込減があっております。 

○川上委員 

 その特養の建設が間に合っていないというのは、どこのことですか。 

○高齢介護課長 

 穂波地区太郎丸のところに今、建設をされておりますサミック２でございます。 

○川上委員 
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 同じく９０ページの５項、特定入所者介護サービス給付費、これは５２４万６千円の増額な

んですけれど、これはどういう事情かお尋ねします。 

○高齢介護課長 

 入所者の伸びに伴いましてサービス費がふえております。 

○川上委員 

 １９６ページですけれど、特別職職員が１名減となっていますね。これはどういうふうに読

んだらいいのですか。 

○高齢介護課長 

 認定審査会の委員さんの１名減でございます。 

○川上委員 

 次に説明資料の２６ページ、基金状況表がありますね。介護給付費等準備基金について記載

があって、平成２７年度末で２億４５９２万円と、以下ずっとあるのですけど、令和２年度末、

つまり今年の３月末に２億５５１２万１千円だったわけですけれども、積み立て１億

６０６６万３千円を組んでいますね。そして今年度末、来年３月見込みは４億１７６３万６千

円と、令和元年の４億円の大台に戻すわけだけれど、この積み立て１億６０６６万３千円の事

情を聞かせていただいていいですか。 

○高齢介護課長 

 積立金の増加要因といたしましては、１２月補正で新規計上したものがございます。一つが、

国庫負担金の中の介護給付費負担金の過年度分４７２０万５千円。もう一つが、国庫補助金の

保険者機能強化推進交付金２１１７万７千円と努力支援交付金２１８７万９千円。それから、

先ほどご答弁いたしました第三者納付金１５４９万８千円。合計しますと、これで９千万円程

度となります。これが増加要因の主な原因でございます。 

○川上委員 

 それが１億６千万円になるんですか。 

○高齢介護課長 

 そこが大きな要因だと考えております。 

○川上委員 

 そのうち、先ほど補足説明でもあった２つの国庫からのお金ですよ。これは当初予算の段階

で見込みがあったのではないのですか。 

○高齢介護課長 

 当初予算要求時点では金額が判明しておりませんでしたので、金額が確定いたしました現時

点で計上させていただいたものでございます。 

○川上委員 

 そういうものがあるというのは、今年度中にわかっていたんでしょう。わかっていなかった

のですか。 

○高齢介護課長 

 そういう歳入があるということは承知しておりましたが、金額が判明しておりませんでした。 

○川上委員 

 そういうのをわかっておったと、おおよその目安となる数字もわかっていたのではないので

すか。 

○高齢介護課長 

 この交付金につきましては保険者ごとの、何と言いますか、ポイントで決まる部分がござい

まして、なかなかはその算出に難しい部分がございましたので、確定した時点で計上したもの

でございます。 

○川上委員 
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 私は、当初予算に組み込めとかいう話をしているのではないのですよ。金額のおおよそのと

ころは、３月の段階でわかっておったのではないのかと聞いたんです。確定数値がわかるわけ

がない。しかし速報値とか言うじゃないですか。基本的な枠組みにおける配分の目安とか、そ

ういうのはわかっておったのではないのですか。 

○高齢介護課長 

 当初予算要求時点では判明しているのは、前年度の実績値程度の数字でございます。 

○川上委員 

 それは、目安となる数字ではないのですか。 

○高齢介護課長 

 この交付金につきまして、制度が始まったばかりでございまして、なかなか金額の予測が見

込みづらい部分がございましたので、現時点で計上させていただいているものでございます。 

○川上委員 

 私が聞いているのは、今度の補正でぴたっと、なぜ今ぴたっと上げるのかということを聞い

ているわけではない。３月の時点で、こういう制度があり、そしておおよその数字もわかって

おったのではないかと聞いたわけですよ。あなたは、前年の実績がとかおっしゃるから、わか

っておったんですねと、目安が、と思ったわけですよ。だから３月の段階でそういう制度もあ

ることがわかっている。それからおおよそ目安も大体をつかんでおったということではないの

ですか。悪いって言っていないですよ。安心して。 

○高齢介護課長 

 申しわけございません。なかなか、確かに今、申し上げましたように前年度の実績がありま

したけれども、それが今年度、そのままほぼ同額が来るという見込みが立っておりませんでし

たので、当初予算には計上いたしておりませんでした。 

○川上委員 

 わかりました。基本的に私の疑問にはお答えになりましたね。わかっておったと。前年実績

もわかっているわけだし、今年度の１２月に補正することも決めておったでしょう。決めてお

ったでしょう。ちょっと確認してください。 

○高齢介護課長 

 額が判明した時点で計上する予定でございましたので、１２月議会になるであろうというこ

とは考えておりました。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○江口委員 

 今、お話があった保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金の件なので

すが、厚労省の資料を見ても、いま一つわからないんですね。評価としては、点数はわかるわ

けですが、この点数から定額給付と資料のほうに書いてあるのですが、そのあたり、どういっ

た形になるのか、ちょっと教えていただけますか。 

○高齢介護課長 

 申しわけありません。今、詳しい算出式を用意しておりませんが、基本的な点数というのは

各自治体にございまして、それで各自治体、保険者が実施しておる事業に伴いましてポイント

が加算されるような算出で額が決まるものでございます。 

○江口委員 

 点数はホームページにあるから、出ているからわかるわけですよ。全部の配点で、推進のほ

うの交付金が１５８０点満点ぐらいで、飯塚市の点数としては、今年度は８７８点。だから、

およそ半分程度。努力支援交付金のほうが、同じく８９５点満点。ちょっと字が小さくて読み

にくいんですが、９００点弱の分に対して点数が４６５点。こうやってズラッと全市町村の点
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数がわかるわけですけれど、片一方で資料の中で定額交付と書いてあるでしょう。例えば、お

よそ満点に近いところに関しては、自治体の大きさに関係なく、このぐらいの金額というふう

な形になるんですかね、そこら辺の仕組みがちょっとわからないんだけど。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：１５ 

再 開 １１：１７ 

委員会を再開いたします。 

○高齢介護課長 

 失礼いたしました。予算資料には定額交付と書いてありますけれども、自治体の規模である

とか、ポイントによって金額は変わってまいります。 

○江口委員 

 わかりました。それでは先ほどちらっと言いました飯塚市の点数に関して、市としてはどの

ように評価をしているのか、その点、お聞かせください。 

○高齢介護課長 

 国が求めておりますレベルにまではまだ至っていないというような状況でございますので、

今後とも市として総合事業に取り組むであるとか、認知症対策に取り組むであるとかという努

力が必要であると考えております。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

○川上委員 

 私は「議案第９６号 介護保険特別会計補正予算」に反対の立場で討論を行います。詳しく

は本会議で述べますけれども、高過ぎる介護保険料をさらに引き上げ、また一方で介護事業適

正化の名のもとに、サービス抑制につながりかねない方針を打ち出して取り組んだところに、

当初予算の特徴があったと思います。今回の補正にはそれが反映しているばかりでなく、一方

で介護給付費等準備基金という貯め込み金をさらにふやしていくということになっております

ので賛成できません。 

○委員長 

ほかに討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第９６号 令和３年度 飯塚市介護保険特

別会計補正予算（第１号）」について、原案のとおり可決することに、賛成の委員は挙手願い

ます。 

（ 挙  手 ） 

賛成多数。よって本案は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１０３号 令和３年度 飯塚市学校給食事業特別会計補正予算（第２号）」

を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○学校給食課長 

「議案第１０３号 令和３年度 飯塚市学校給食事業特別会計補正予算（第２号）」につい

て、ご説明をいたします。補正予算書の２６９ページをお願いいたします。今回の補正予算に

つきましては、歳入歳出全科目について見直しを行い、前期の実績と今後の所要額の見込みに

よりまして、執行残等の補正を行うものでございます。第１条に、既定の歳入歳出予算の総額

から歳入歳出それぞれ２４３３万５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を１４億７８０万４千
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円とするものでございます。それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により、その主なもの

について、ご説明をいたします。 

２７２ページをお願いいたします。１款１項１目学校給食費につきましては、小中学校の児

童生徒数が当初の見込みより減少したことにより、小中学校合計で８０３万６千円を減額する

ものでございます。次に、３款１項１目の一般会計繰入金につきましては、今回の減額補正に

伴いまして、一般会計からの繰入金を４２８０万９千円減額するものでございます。次に、

４款１項１目の繰越金につきましては前年度決算による繰越金の額の確定によりまして、

２６７０万５千円増額するものでございます。 

次に、歳出でございます。２７３ページをお願いいたします。１款１項１目一般管理費は、

現在の人員配置に基づきまして、２０１３万６千円減額するものでございます。２目給食事業

費は、主に給食調理室の維持管理に係る修繕等経費の増によりまして、４３６万８千円増額す

るものでございます。次に２７４ページをお願いいたします。３目学校給食賄材料費につきま

しては、歳入の学校給食費を充てるものでございまして、歳入が児童生徒数の減によりまして

減額となったことに伴い、小中学校合計で８５６万７千円減額するものでございます。以上、

簡単でございますが、補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 歳入において学校給食費、歳出において賄材料費の補正の要因として、子どもの減少という

のを、見込みよりも少ないということをおっしゃられたのですが、どのくらいの減少なのです

か。 

○学校給食課長 

 小学校で４名減、中学校で８０名減となってございます。 

○川上委員 

 その要因を差し支えない範囲で聞かせていただけますか。要因というか理由か。 

○学校給食課長 

 小学校におきましては４名減でございますので、昨年１０月ごろの４月１日の推計は、ほぼ

推計どおりというふうに思われますが、中学校におきましては８０名減ということで、この内

容については、詳しい分析等を行ってございません。 

○川上委員 

 これは学校給食としては８０人、見込み違いなのですか。実質に８０人減少したのか。把握

する必要はないですか。 

○学校給食課長 

この８０名減の部分でございますけれども、１２月補正予算計上時におけます生徒数がその

まま３月まで給食を欠食するということの見込みで８０名減というふうにしております。 

すみません、８０名減のうち新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、出席停止とな

りました生徒さんがおられまして、その分での減額を見込んでおります。 

○川上委員 

 出席停止というのは本人か家族かが感染したためにということですか。それとももうそうで

はないけれども学校に登校できないと。学校で感染したら、自主的なというか、それは入って

いないのですか。 

○学校給食課長 

 新型コロナウイルス感染症の影響によります、ご家族が濃厚接触者としてＰＣＲ検査等を受

けられる、その際に生徒さんも学校のほうの出席、また感染症拡大を恐れて登校されないとい

うお子さんもおられるというふうな内容でございます。 



１１ 

○川上委員 

 それ以上は、学校給食課はつかんでいないでしょう、その内訳とか。学校教育課の範囲です

かね。わかりますか。 

○学校給食課長 

 すみません、詳しい内訳等は把握できておりません。 

○川上委員 

 それでは、２７３ページ歳出なんですけれど、さっきちょっと紹介がありましたけれど、そ

の中で会計年度任用職員報酬が１１０４万４千円の減額補正になっていますよね。これはどう

いう事情ですか。 

○学校給食課長 

 会計年度任用職員に関しましては、当初の見込みと実際の配置の関係で人数が減となってお

ります。それに関連いたします報酬、さまざまな手当等、合計いたしますと今回減額の金額と

なっております。 

○川上委員 

 それではちょっとわからないですね。何の理由で減っていくのかね。それから、それが何人

なのかね。それがあって初めてこの１１０４万４千円という数字が出てくるわけでしょう。プ

ラスもあるのかもしれないけれど。その辺、私たちは予算を扱っているわけだから、お金の話

なんですよ。数字の話なんですよ。数字の話の積み上げの上に政策の検討が始まるわけですよ

ね。ちょっともう一回答弁してください。 

○学校給食課長 

 会計年度任用職員につきましては、当初２６名を見込んでおりましたけれども、２５名の配

置となっております。その関係での会計年度任用職員報酬、それから手当の関係、保険料等を

積み上げますと、今回の減額の補正の額となっております。 

○川上委員 

 ２６人で仕事しようとしたわけでしょう。当初予算でお金の手当てもしました。なぜ、１人

欠けた状態になっているのかを説明してもらえますか。 

○学校給食課長 

 当初２６名の会計年度任用職員の配置を考えておりましたけれども、１名減の原因につきま

しては、８校の直営校の中で１名配置ができていないという部分で、１名減となっております。 

○川上委員 

 聞き取れませんでした。これ、いちいち私が全部聞いていかないといかんのかね。 

○学校給食課長 

 １名減の原因ですが、募集をいたしましたけれども、採用に至らなかったということが原因

でございます。 

○川上委員 

 仕方がないね、聞きましょうね。２６人でする仕事なんでしょう。仕事がなくなったのです

か。仕事はあったのでしょう、今のお話だと。答弁してください。 

○学校給食課長 

 給食調理の部分でございますので、年間通して１名の採用ができておりませんけども、給食

調理につきましては、代替の職員を配置をしておりますので、代替の職員が、欠けた１名のと

ころに入って調理業務を行ってございます。 

○川上委員 

 代替の職員とは誰のことですか。 

○学校給食課長 

 代替職員も会計年度任用職員として採用をしている者が６名ございます。そのうちの１名が、
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本来配置すべき１名の枠のところに入って調理業務を行っております。 

○川上委員 

 代替の職員は、どういう配置になっているのですかね。５人と言われましたか、６人か。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：３４ 

再 開 １１：５２ 

委員会を再開いたします。 

○学校給食課長 

 大変失礼いたしました。先ほどの会計年度任用職員の２５名の内訳になりますが、その中に

６名の会計年度任用職員で代替の職員がいます。そして残りの職員については、１名は事務職

員がおりますけれども、残り１８名で８校の直営校に配置をしておりますが、１名不足してお

りますが、具体的に言いますと若菜小学校、１名不足をしているところに、６名の代替の会計

年度任用職員が交互に入っているということで、現在運営を行っております。 

○川上委員 

 そうすると、若菜小学校は、比較的不安定な状態に今あるということが、大体見当がつきま

したけれど、金額として１１０４万４千円の減というのが報酬ということなんですけれど、職

員報酬なんですけど、この金額がどういう計算なのかということがわかるようにしてもらいた

いと思います。答弁をしてください。 

○学校給食課長 

 申しわけございませんが、積算の内容については、お時間をいただきたいと思っております。

午後、ご説明できるように準備したいと思っております。 

○川上委員 

 ２７５ページのその他の特別職の１減というのはどういうことですか。 

○学校給食課長 

 この１名減の内容ですが、給食運営審議会の委員が６名を見込んでおりまして、今回の補正

予算で専門部会を設置した際に、専門部会と重複される方が６名のうち１名おられました関係

で５人分ということで、今回、減額計上しております。 

○川上委員 

 １名、その方は何と何を兼任したのですか。 

○学校給食課長 

 給食運営審議会の審議会の部分と、来年度、委託業者を選定するに当たっての専門部会を設

置いたしまして、そこに同じ方が入られるということで、その重複部分を減としているもので

ございます。 

○川上委員 

 委託業者の選定というのは穂波西中校区の学校の給食の、来年の４月からの委託のことなの

ですか。 

○学校給食課長 

 委員がおっしゃるとおりでございます。 

○川上委員 

 誰が任命したのですか、給食運営審議会委員を、来年度のそこの選定委員にするというのは。 

○学校給食課長 

 審議会の委員の選出に当たっては、市小中学校の校長会並びにＰＴＡ連合会から推薦をいた

だいた方で構成をしております。 

○川上委員 
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 委託業者を選定する委員に、給食運営審議会のメンバーを選んだの。これは、担当課が提案

するのですか。 

○学校給食課長 

 給食審議会の委員の皆様で、専門部会の委員の方を選出しております。 

○川上委員 

 勘違いしたのかな。審議会の中に専門部というのがあるんですか。それとも選定委員会みた

いなところの話をしているんですかね。ちょっと申しわけない、よくわからない。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：５９ 

再 開 １１：５９ 

委員会を再開いたします。 

○学校給食課長 

 給食審議会の委員の互選によりまして、専門部会を設置する中に、審議会の委員の互選によ

って委員を選定して、決めていただいております。 

○川上委員 

 私がわからないのが、その専門部会というがわからないんですね、多分。だから、給食運営

審議会の中に専門部会があるのですか。そしたら１名減るわけがないしなと思うのですけれど。 

○学校給食課長 

 給食運営審議会の規定で専門的協議機関の設置ということで、専門部会を設置しております。 

○川上委員 

 そういう理解でいいんでしょう。給食審議会の中に専門部会が中にあるのでしょう。違うん

ですか。そこをはっきりして、まず。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １２：０１ 

再 開 １３：０２ 

 委員会を再開いたします。 

○学校給食課長 

先ほど答弁のほうを保留しておりました分についてお答えをいたします。まず給食運営審議

会の関係でございますが、給食運営審議会の条例の中で専門部会を設置することができるとな

っておりまして、給食運営審議会の委員の互選で、この審議会の中に設置されている専門部会

の委員を決めていくということでございます。 

引き続き、先ほどの会計年度任用職員の１１０４万４千円の部分でございますが、年度当初、

勤務日数２１日掛ける１２カ月で、年間の勤務日数を２５２日としておりますところを、給食

の年間の日数が１８５日と差し引き６７日ございます。そして、その６７日に、実際、調理員

として勤務しております２４名掛ける日額６３１０円を掛けますと、１０１４万６４８０円と

いうことでございまして、そのほか途中で退職をしておる職員が１名、また職員の休暇等の代

替職員の関係もございまして、全て積み上げますと、１１０４万４千円減額というふうな積算

をしております。 

○川上委員 

 ２７４ページの飯塚鎮西中学校区給食調理等業務委託料６４万９千円減額(債務負担行為分) 

となっていますけれども、説明してもらっていいですか。 

○学校給食課長 

 飯塚鎮西中学校区給食調理等業務委託料の分につきましては、年度当初の予算額４０９２万
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円、それから更新に当たりまして、令和３年度から５年の契約の金額が３６８５万円と。ここ

の分の差額が３４２万１千円ありますけれども、ごみ処理手数料数、それから消費税の支払い

の流用額の差額が６４万９千円ありますので、執行残ということで減額をしております。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１０３号 令和３年度 飯塚市学校給食

事業特別会計補正予算（第２号）」については、原案のとおり可決することに、ご異議ありま

せんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１０９号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例（文化

施設関係）」を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○文化課長 

 「議案第１０９号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例（文化施設関

係）」について補足説明をいたします。議案書の９ページをお願いいたします。今回、設置を

しようとする附属機関は、飯塚市文化施設活用検討委員会でございます。本年９月にＮＰＯ法

人嘉穂劇場より贈与を受けました嘉穂劇場につきまして、本施設を活用していくに当たり、飯

塚市文化会館コスモスコモンとの役割分担を考慮しながら活用方策の検討を行い、また今後、

市内文化施設の活用について検討する必要がありますことから、新たに飯塚市文化施設活用検

討委員会を附属機関として設置をするものでございます。以上、簡単ではございますが、補足

説明とさせていただきます。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○吉松委員 

 今回設置されます附属機関の名称が、飯塚市文化施設活用検討委員会ということになってお

りますけれども、これは嘉穂劇場の活用について検討するというような委員会でしょうか。 

○文化課長 

 委員が言われますとおり、嘉穂劇場の活用策を検討するための組織として設置をするもので

あります。なお、活用策の検討につきましては、飯塚市文化会館コスモスコモンとの兼ね合い

からも整理が必要と考えております。また、今後ほかの文化施設の活用に関する検討を行う際

には、この飯塚市文化施設活用検討委員会において、広く委員を求めたいと考えております。 

○吉松委員 

 改めまして、この附属機関を設置するに至った経緯を説明してください。 

○文化課長 

 嘉穂劇場の今後の活用に関しましては、これまでの芝居小屋としましての文化的価値を損な

わない保存の方策や、地域経済の活性化に寄与する活用方策を検討するに当たりまして、外部

の新しい発想や多くの意見を取り込みながら、本市の文化振興に寄与し、なおかつ、まちづく

りに最大限貢献していく活用策を見出していくことから、外部委員による検討組織が必要と考

えたものでございます。また、先ほど申しましたように、嘉穂劇場の近くには飯塚市文化会館

コスモスコモンもありますことから、役割分担を行いながら、最大限、双方を活用していくた

めの検討も必要となってまいりますので、今回、設置を予定しております附属機関の中で、ご

検討いただきたいと考えております。 



１５ 

○吉松委員 

 具体的にはどのような検討をするということでしょうか。 

○文化課長 

 今回、この飯塚市文化施設活用検討委員会におきまして、具体的には、嘉穂劇場の文化的価

値を損なわず、地域経済の活性化に寄与する活用方策を検討すること、嘉穂劇場とコスモスコ

モンの役割分担について検討すること、嘉穂劇場の運営のあり方について、直営、指定管理者

導入等を含めた幅広い意見を求めることなどについて審議をしていただこうと考えております。 

○吉松委員 

 嘉穂劇場とコスモスコモンの役割分担についても検討すると。役割分担という言葉があった

んですけれども、これからは嘉穂劇場もコスモスコモンも両方とも運営に関しては飯塚市が関

与していくということでございますので、役割分担というよりもコラボレーションということ

も考えてはどうかと思います。相乗効果ということですけれども、そういうことも両方、飯塚

市が関与するわけですから、検討の中に入れてほしいと思うのですが、その附属機関の構成、

これはどのようになっているのでしょうか。 

○文化課長 

 この検討委員会につきましては、１５名の外部委員を予定しておりまして、その分野としま

しては、観光・劇場関係の事業者や専門家、また観光・文化財関係の行政機関職員、そのほか、

市内大学生などの若い世代の方、また公募によります委員などで構成をしたいと考えておりま

す。 

○吉松委員 

 ただいま１５名という数字を言われたのですけれども、船頭多くして船山に登るということ

わざもございますけれども、１５名というのは私は少し多いような気もするのですが、その点

はいかがですか。 

○文化課長 

 先ほど委員の構成の分野として、ご説明を差し上げましたが、これらの分野の方々から参加

をしていただくことを考えますと、１５名程度が適正であると考えております。 

○吉松委員 

 嘉穂劇場というのは本市にとっては重要な文化施設でありますけれども、またこれは観光資

源としても非常に大切なものだと思いますけれども、今の説明の中で、観光関係の方も入ると

いうことでございましたが、今後、観光施設として、これも確認ですけれども、観光施設とし

ての活用も検討していくということでいいのですか。 

○文化課長 

 嘉穂劇場は、本市におきまして重要な観光資源の一つであると認識しております。この附属

機関におきまして、観光施設という観点からも、活用方策について検討していきたいと考えて

おります。 

○吉松委員 

 その活用の方法によって施設の整備もあるのでしょうけれども、再開するということになれ

ば、それから逆算して活用策をいつごろまでに決定するということでしょうか。 

○文化課長 

 本議案の議決をいただきましたら、まず委員の選定をさせていただきたいと考えております。

その後、速やかに委員会を開催し、嘉穂劇場の活用策の検討を行ってまいりたいと考えており

ます。なお、この検討いただきました活用策につきましては、集約の後に教育委員会より答申

をいただきまして、来年度中をめどに、その方針を決定したいと考えております。 

○吉松委員 

来年度中をめどに決定したいということですけれど、嘉穂劇場についてのコンセプト、それ
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は今説明のほうで大体わかりましたけれども、くれぐれもと言うよりも、委員になられる方々

には既成概念に捉われることなく、新しい発想で審議をしていただきたいと思っているわけで

すけれども。もちろんＳＤＧｓ、持続可能な計画を立てていただくということは期待しておる

のですけれども、新しい発想というか、発想の一つとして、私はもう前期高齢者ということな

んですけれども、先日、同じ年の仲間にシネマコンプレックス、シネコンですね、ここに映画

を見に行こうというような話をしたのですけれども、映画、シネコンに行ってもあの座席に座

っとったら腰がだるくなるから、もうやめておこうというような話があったんですね。そのと

きにひらめいたことがあるのですけれども、腰が痛くなるので行かんというようなことではな

くて、ひらめいたといいますか桟敷で映画を見ると、こういう発想なんですね。桟敷に横にな

ってポップコーンではなくて、ミカンと煎餅を食べながらと。その映画も往年の名作といいま

すか、「砂の器」とか「幸せの黄色いハンカチ」とか「七人の侍」とか「青春の門」とか、月

に１週間程度でもいいんですけれど、そういう発想はどうかなと。これも映画なんですけれど

も、北九州市に小倉昭和館という映画館があるのですけれども、この映画館はシネコンに押さ

れて、もう閉店の危機にあったわけなんですけれども、昔の映画などを独自で上映するという

ようなことで、２０１９年には、２０年ぶりに赤字を抜け出したというような例があります。 

なぜこんな例を言うかというと、このような発想でぜひ福岡市からでも北九州市からでも、

人が来るような嘉穂劇場の活用方策を作成していただきたいと。そういうことを審議会の皆さ

んに期待して、この審議会の発足をお願いしたいと思います。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○江口委員 

 先ほど、来年度中に集約をやっていきたいとお話がありました。他方で新聞報道の中では、

市長の発言として１、２年ないし２、３年ぐらいかかるのではないかという発言もあったと記

憶しているわけですが、再開ですね、嘉穂劇場が実際に活用され始めるのは、いつごろという

ふうにお考えですか。 

○文化課長 

 先ほどご説明しましたとおり、活用策につきましては来年度中に決定をしたいというふうに

考えております。具体的なスケジュールにつきましては、これからとなるものでございますが、

そのため確定はしておりませんが、活用策を検討しながら、施設の改修や設備等の整備につい

ても、あわせて検討していく必要がございます。それらの期間も合わせると、早くても２、

３年はかかるものと考えております。 

○江口委員 

残念ながら、そのスピード感については賛成しかねる部分がございます。やはり興行の館と

しては、今まであっていた形を考えると、ある意味、とまることが、基本的にはとまってはい

けないわけですよね。とまっていたらどうなるか。要するに、例えばここで興行がうてなかっ

たら、ではどこか代わりの場所を探すわけですよ。そうするとある意味、今までここでやって

きていた方々が、もう別のところのお客様になってしまうわけですよね。そういうことを考え

ると、何とか続けながら、活用を続けながら、現状において活用を続けながら、これから先ど

うしようというのを並行して考える、そういったことをやっていただきたいと思っています。 

先ほど、吉松副委員長のほうからは映画という話もありましたけれど、これ面白いかなと思

ったことを一つだけ紹介すると、珈琲の大手チェーン店、「ガイアの夜明け」か「カンブリア

宮殿」だったかな。見た方もおられるかと思うのですが、京都の町家であったりとか、鹿児島

かどこかの歴史的建物、建造物を、中を改造して店舗として使っておられるところがあるわけ

です。これ面白いかなと思いながら、ある意味、ずっとそうやってカフェとして使うのではな

いのだけれど、カフェとして使う時期もあり、興行を受ける場所として使うこともありという
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ことになると、ある意味、今現状においては、興行をうってないときには、３００円の観覧料

であったんですけれど、そこが客単価が高くなることであったりとか、飯塚市内の滞在時間が

長くなるということも考えられるかと思います。ということもあわせて検討していただきたい

というのが１点と、それと考える際に１５人で考える、基本１５人以内で考えるのがいいのか

もしれませんけれど、途中途中で、それ以外の方々、やはりいろんな方々が、関係者の方がお

られるわけで、使ってこられた方々もおられるし、そういった方々と意見交換ができる、その

１５人の方々が何かイベント的ではないけれど、途中報告をしながら、皆さん方と意見交換を

するような仕組みも入れていっていただければと思っています。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○川上委員 

 先ほどから、この附属機関の名称について質問もあっていましたけれど、答弁を聞いていま

すと、活用検討委員会だけではなくて、その後の管理運営についても検討するように聞こえま

したけれど、そういう感じですよね。 

○文化課長 

 今回、検討していただく内容としては、活用の内容を検討していただくこととしております。

ただ、その活用する中で、どういった運営の方法がよいのかということについては、直営がよ

いのかとか、指定管理がよいのかまた、そのほかの方法がよいのかという方法についてもご意

見をいただければということですが、大きな検討の内容としては、今後、嘉穂劇場をどう使っ

ていくかというところが、その内容となっております。 

○川上委員 

 その話をよく考えていってみると、行き着くのは管理運営をどうするかということではない

のですか、結局。だからそれを本当は議論するようになっているのに、何か活用をどうしまし

ょうかみたいなことを入り口にして、出口は管理運営をどうするかというのがメインではない

のですか、その答弁は。違いますか。 

○文化課長 

 今回、活用のどういった方法で活用するのがよいかというところについては答申をいただく

ように考えておりますが、今後の活用の内容に合わせた運営の方法というところについては、

その議論の中で意見としては出てくるかと思いますが、答申としては、そういったところまで

含めて答申をいただく予定には考えておりません。 

○川上委員 

 ここでお話が聞けるかどうかわからないんですけど、どういう諮問をするのか、骨格という

のは、先ほど説明があった水準しかないんですか。３つぐらいとか、２つぐらいとか諮問する

でしょう。その諮問をするために設置するわけだから、それはあるのではないかと思うけれど、

ここで答弁できますかね。 

○文化課長 

 まだ、この委員会が設置できておりませんので、現在のところ、この活用検討委員会の中で

協議していただく内容をとしましては、嘉穂劇場のこの地域経済の活性化に寄与する活用の方

策について、諮問をする予定に考えております。 

○川上委員 

 ちょうどちょっと私も聞き漏らしかと思ったけど、嘉穂劇場の地域経済と言われたでしょう。

地域と経済ですか、地域経済なんですか。 

○文化課長 

 地域経済でございます。 

○川上委員 



１８ 

 そうすると、地域の文化の振興というキーワードはどこに入るのですか。 

○文化課長 

 この嘉穂劇場につきましては、登録有形文化財ということで、その文化的価値を損なわずと

いうことが、その前提となっておりますので、その文化財としての価値というところは、この

検討の中に含まれてないということではなく、その前提になっているものでございます。 

○川上委員 

 それはちょっとおかしいのではないですか。嘉穂劇場を地域文化の振興の一つの拠点として、

どう生かしていくかというのが、きちんと据わった検討委員会なのかなと。何で文化課が担当

するんですか、その諮問だったら。地域経済のと言うのだったら、商工観光課が担当ではない

のですか。答弁できますか。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：２８ 

再 開 １３：３０ 

委員会を再開いたします。 

○文化課長 

 今回、この施設の活用検討委員会におきましては、先ほどご説明をいたしましたが、３つの

項目について検討を主にしていただくということと考えております。まず１点目が、嘉穂劇場

の文化的価値を損なわず、地域経済の活性化に寄与する活用方策を検討するということで、こ

れは登録有形文化財としての文化財の価値を損なわない活用の方策ということになっておりま

す。２点目としましては、嘉穂劇場とコスモスコモンのすみ分け、活用について検討すること

ということで、文化施設としての活用についてコスモスコモンと嘉穂劇場の活用の方法につい

て検討していただくということにしております。３点目として、嘉穂劇場を運営することにつ

いて、その運営方法についてご意見をいただきたいということで、文化施設としての観点から

も検討していくこととしております。 

○川上委員 

ですから、経済、それからコスモスコモンと嘉穂劇場の役割分担、この中に文化が入るとい

うわけですか。３番目の管理運営に関わることだから。そういう位置づけなんですか、これは。

私は、嘉穂劇場の取得について賛成討論をしました。それは、まず地域の文化の振興に大きく

貢献できるだろうと。またそれをメインにして全国的なあるいは全市的な、精神的な、財政的

な支援も呼びかけ、支えてもらうことができるのではないかということまで発言したと思いま

すけれど。今のお話だと、文化振興という角度がない。これでいったら文化課が担当する意味

はないのではないかということすら思うわけですよね。 

それで、委員の構成については、１５人ということで先ほど出ましたけれど、公募というの

がありました。これは１５人のうちどういった方を公募するようにしていますか。 

○文化課長 

 公募の委員につきましては１名で考えておりまして、市内在住の方ということで考えており

ます。 

○川上委員 

 ちょっとあり得ない感じです。予定している男性と女性の比率は、どうなっていますか。 

○文化課長 

 この委員の男女につきましては、まだ委員のほうが決定をしておりませんが、女性につきま

しては４０％を超えるようにということで、現在考えております。 

○川上委員 

 それは、委員は決まってないですよ。まだ設置が決まってないから。４０％というのは、な
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ぜ４０％なのですか。 

○文化課長 

 男女共同参画に関する市の方針に基づいて４０％以上ということで考えております。 

○川上委員 

 いつかお尋ねしたことがありますけれど、附属機関の席の総数、定員の総数が幾らで、いつ

までに４割に到達しないといけないわけでしょう。いろんな団体から選んでみえる方が男性と

か、なかなか女性が少ないとか、大変ですよねという答弁もありました。今度は１５人でしょ

う。文化の関係でしょう。ここで６割とか、女性を６割とか男性を４割とか、逆転させるくら

いの発想でいかなければ、どうかなというふうに思うわけですよ。大体、公募が１名というの

はどういうことですか。 

○文化課長 

 今回、この委員会におきましては１５名の外部委員を予定しておりまして、公募の委員は

１名となっておりますが、そのほか市内の大学生などの若い世代の方、今回、市内大学に在籍

をされてる方にも参加をしていただこうというふうに考えております。 

○川上委員 

 いや、答弁してもらってないですね。それはいいじゃないですか、１４人。先ほど１５人多

いという話も委員の中からありましたけれど、公募が１名というのはどういうことですか。そ

の方は男性ですか、女性ですか。 

○文化課長 

 公募につきましては、これからの公募となっておりますので、男女については、現在のとこ

ろは決まっておりません。 

○川上委員 

過去に女性枠をつくったことありますよね。女性枠をつくって、女性が２人で残り２人は自

由と、そんなことをしたこともありますよ。 

それから、活動のスケジュールなんですけれど、来年度中をめどにと言いながら、一方で改

修等の関係があるので２、３年と言うんだけれど、嘉穂劇場についてはどういう感じになるわ

けですか。やはり２、３年ですか。 

○文化課長 

 先ほどもご答弁をしましたとおり、この活用方策と同時に整備の方針についても検討してい

く必要がありますことから、その整備・改修に関する検討についても２、３年かかるものと考

えております。 

○川上委員 

 先ほど江口委員かな、おっしゃいましたかね。そういう表現ではなかったと思うけど、やは

り使っていく中で活用方法を考えていくという方法もあると思うんですね。同感なんです。飾

りとは違うから、使っていきながら考えていくと。そう考えると、私たちは当然というふうに

思い込んでしまいがちではないかと思うけれど、嘉穂劇場とコスモスコモンの役割分担を考え

ながらやっていくために、まとめて検討したほうがよいというふうな思い込みがあるのではな

いかと思うんですよ。やはり嘉穂劇場は嘉穂劇場で検討して、その過程でコスモスコモンの役

割も考えていくと。やはり今度のメインは、流れからいって嘉穂劇場なんですから。嘉穂劇場

を中心にものを考えていくということではないかなという気がしているんだけれど。そういう

議論は、皆さんの中ではなかったですか。もうとにかくツインタワーでいく、タワーじゃない

けど。ツインコアでいくというような発想、一体としていくという発想ですか。 

○文化課長 

 今回、先ほど答弁させていただきましたが、この活用検討委員会の主な検討の内容は、嘉穂

劇場というところが、委員が言われますとおり嘉穂劇場の検討をするというところが第一でご
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ざいます。その検討する上では、コスモスコモンとのすみ分け、活用の区分についても、その

部分については検討を同時にするということで、主な内容は嘉穂劇場の検討ということになっ

ております。 

○川上委員 

 公共交通をどうするかということ、あるいは都市計画変更を決めたいということで、公民館

区ごとに説明会をしましたでしょう。かなり意見も出て、そういう法定のというのもあるのか

もしれませんけれど、市民の意見を市の政策に最大限組み込んでいく、あるいは市民が主役の

仕事の仕方をするという形が見えたものだと思うんだけれど。今度の検討委員会は、そういう

ようなことは考えていないですか。 

○文化課長 

 この活用検討委員会の中で、そういった市民の意見をどのように取り入れるかというところ

につきましては、検討委員会の中に諮りながら、今後進めてまいりたいと考えております。 

○川上委員 

 この検討委員会は、あなた方の構想で言えば、文化だとか大事な分野を支えて、また生きが

いにされている団体個人の中から参加されるという可能性が非常に高くて、しかも先ほどおっ

しゃったように大学生とか言われれば、５年後、１０年後という未来性もあるというのはわか

る。しかし、公募が１名だとかいうようなことを考慮していくと、同質の世界で決めていくと

いう流れが強まるのではないのかという心配はあります。例えば、体育館検討委員会か、会議

録を読みましたけれど、もう２回目で新築移転建てかえが合意されているわけですよ。このと

きに、言わば県立体育館をつくりたいみたいなグレードの議論もどんどん出て、会議録を見れ

ばわかるけど、お金のことはどうするのという意見もありました。そうしたら、お金のこと言

っていたら議論ができませんよという反対の意見もあった。それも自由でしょう。その過程の

中で、一体、市長あるいは市役所は、どういう考え方かというのを事務局に聞くわけですよ。

そうしたら、担当課が事務局をやっていましたから、この担当課がすらすらと、市長はこうい

うことを希望していますということを言うわけですよ、新築移転建てかえ。その理由はという

ことで７つぐらい理由を挙げていきます。直ちにその方向でいこうということになったんです

よ、検討委員会。会議録を見ればわかります。同質の傾向を帯びた選定をしていけば立派なも

のが欲しいですよ。県立体育館レベルですよ。そういうことに、この検討委員会がならないか

という心配をするのだけど、なりませんか。 

○文化課長 

 今後、この検討委員会の進め方につきましては、検討委員の中で協議をしてまいりますが、

この嘉穂劇場の置かれている現状とか、そういった分析からきちんと丁寧に入りまして、今後

進めたいと考えておりますので、そのような方針にはならないというふうに考えております。 

○川上委員 

 事務局はどこがしますか。 

○文化課長 

 事務局は文化課と考えております。 

○川上委員 

 もう同質に同質を重ねていきますよね。先ほど言ったのは、同質に同質を重ねていったそこ

の事務局が、体育館のときのように、当時、健幸・スポーツ課か、そういう事務局がそういう

何と言うかな、聞かれたから答えますみたいな態度で市の考え、本当に市長の考え方だったん

ですかね、課長が発言していくわけですよ。だから、ここを文化課の課長がそういうことはし

ないのかという心配をしているわけです。聞かれました、答えます、ではそれでいこう、そん

なことはないかということで今聞いているんですよ。 

○教育部長 
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 貴重なご意見ありがとうございます。先ほどから委員の皆様方からも、いろいろご発言があ

りましたが、新しい発想というところを基本にして考えていきたいと考えておりますので、同

質のものに同質というところは、全く今のところ方針にはございません。そこら辺はご心配な

いようにというふうに申し上げたいと思います。 

○川上委員 

 部長、発言ありがとうございました。課長に聞いているわけです。飯塚市は、あるいは市長

はどういったものを期待しているのかと聞かれたときに、こういうものですよというふうに、

体育館のときのような事務局の立場からの発言というのは、まさかしないよねということを聞

いているんですよ。なぜ答弁できないのかな。 

○文化課長 

 私が文化課長ですが、そういうところはしないようにというふうに考えております。 

○川上委員 

 なぜしないんですか。なぜしない。 

○文化課長 

 この検討委員会の中でいろいろな発想が出るという、新しい発想を生んでいただくために、

そのようなことはしないように考えております。 

○川上委員 

 私が期待した答弁は原理原則のことなんです。諮問しているのに、市長の部下が出かけてい

って、市長の意思とか、そういうものを伝えてどうするのかと。諮問する意味がないでしょう。

それを設置する意味がない。だから原理原則あり得ないということをはっきり答弁してもらい

たかったけれど、答弁されないということです。上下水道経営審議会、本会議でも質問したこ

とがあるけれど、事務局が非公開でいきましょうと、答申が出るまでと提案して、それが経営

審議会の決定になったということがありましたよね。それは今、少し反省しているようだけど。

そういうことは、この会議ではないでしょうね。この検討委員会では。 

○文化課長 

 そういうものはありません。 

○川上委員 

 なぜないですか。経営審議会で起こったことは容認されているではないですか。この検討委

員会だけそういうことがないという保証は何によって、答弁できますか。 

○文化課長 

 この検討委員会については、全く新しい発想で、委員の方に意見をしていただくことを考え

ておりまして、そのようなことはないようにというふうに考えております。 

○川上委員 

 そのようなことはないのではなくて、しないということですか。 

○文化課長 

 繰り返しの答弁になりますが、この委員会の中で自由な新しい発想をいただくということで

そのようなことは考えておりません。 

○川上委員 

 課長ね、ちょっと違う、捉え方が。会議の場で、周りの目を気にせずに、自分たちの仲間内

の中で安心してしゃべれるようにするために非公開と考えるわけですよ。自由にしゃべれる、

新しい発想でしゃべるためには、あまり人に聞かれたくないこともあるかもしれない。例えば

大型店が進出するでしょう、今度。そこが指定管理も嘉穂劇場とコスモスコモンと両方しまし

ょうとかね。頼んだらどうやろうかとかいうような、なかなか、さっとは言いにくいでしょう。

非公開してもらったらいくらでもしゃべれるという感じ。だから、あなたが新しい発想で自由

に発言できると、さっきのは例え話だからね、というために、ここは公開しないほうがいいだ



２２ 

ろうとかいう判断したときに、市役所のほうが、事務局のほうが、みんなが自由にしゃべるた

めには非公開でやっておいほうがいいですよというようなことをしないというのをはっきりさ

せなければ、今課長がおっしゃった同じ理屈で、企業局がやったわけですからね。実際、会議

録を見たら大したことがないんですよ。黒く塗っているところも少ないし。でも答申が出るま

で非公開というのは、市の情報公開条例第１６条違反ですよ。だから、市の側から、これだけ

質問しているのに、情報公開条例第１６条が出てこないというところに危うさを感じるわけで

すよ。教育部長、何か答弁することがありますか。 

○教育部長 

 情報公開条例では原則公開というふうになっております。どの部分を公開にする、どの部分

を公開しないというのは、実際に委員さんが決まって、その中で、私どもがそういったアドバ

イスなどをすることはなく、忌憚のない自由な発想、発言を期待する意味で、そういったとこ

ろは、今後の検討とさせていただきたいと思っております。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

○川上委員 

 私は、この「議案第１０９号 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例（文化施

設関係）」について、残念ながら反対せざるを得ません。先ほどから質疑し、答弁もいただき

ました。ここにはこれだけの大事業をしていくということについての覚悟がない。その上で、

この附属機関の設置について、構想に偏りが見られるというふうに思いますので、認めがたい

ということで反対であります。討論を終わります。 

○委員長 

ほかに討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１０９号 飯塚市附属機関の設置に関す

る条例の一部を改正する条例（文化施設関係）」について、原案のとおり可決することに、賛

成の委員は挙手願います。 

（ 挙  手 ） 

賛成多数。よって本案は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：５７ 

再 開 １４：１１ 

委員会を再開いたします。 

次に、「議案第１１１号 飯塚市特別会計設置条例の一部を改正する条例」を議題といたし

ます。執行部の補足説明を求めます。 

○学校給食課長 

「議案第１１１号 飯塚市特別会計設置条例の一部を改正する条例」について、ご説明をい

たします。議案書の１３ページをお願いいたします。 

まず、自治体の会計は毎会計年度における施策を網羅して見渡せるよう、御承知のとおり、

単一の会計、つまり一般会計として経理することが、財政の健全性を確保する見地から望まし

いとされております。本市の学校給食事業につきましては、１市４町合併時より、児童生徒の

保護者が負担する学校給食費の全額を賄材料費に充てることを明確にするため、地方自治法第

２０９条第２項の規定により、飯塚市特別会計設置条例を定め、特別会計により予算を編成し

ております。この受益と負担を初め、特別会計を設けることで、事業・資金ごとの運用状況が



２３ 

より明確になると考えた経緯がございます。 

この特別会計によって、これまで運営してまいりましたが、歳入としての学校給食費が不足

する場合でも、給食の提供は１００％実施をいたしますので、不足する賄材料費は一般会計か

ら繰り入れての会計としており、また、新型コロナウイルス感染症などの不測の事態による喫

食数についても、一般会計が関係してまいります。 

このようなことから、当初の考え、意義が薄まってきたこともございまして、単一の会計、

一般会計に統合いたしましても、その事業・資金の運営に係る適切な経理が可能であることか

ら、今回の改正案を上程させていただいた次第でございます。 

なお、議案書の１４ページ、新旧対照表の改正内容につきましては、第４条第７号にありま

す「飯塚市学校給食事業特別会計 学校給食事業」を削除するものでございます。以上、簡単

でございますが、補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 そうしますと、一般会計になった場合は学校給食費の取り扱いはどういう費目になっていま

すか。 

○学校給食課長 

 今のところ一般会計に統合いたしましても学校給食費としてわかりやすいように、科目を設

定すべきだというふうに考えてございます。 

○川上委員 

 教育、第１０款の中の何番目ぐらいに入るのですか。 

○学校給食課長 

 今後、財政課と協議いたしまして、その科目の順番といいますか、適切な会計ができるよう

な形で考えてまいりたいと思っております。 

○川上委員 

 歳出と歳入と勘違いしていました。だから、学校給食費は入りでしょう。どこで受け入れま

すかね。さっきの質問はなしとして考えてくださいね。受け入れのほう、歳入のどこに入って

きますか。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休憩 １４：１６ 

再開 １４：１９ 

委員会を再開いたします。 

○学校給食課長 

 すみません。まだきちっと財政課とも協議しておりませんが、学校給食費でありましたら負

担金及び分担金という科目に入ってくるかと思われます。 

○川上委員 

 そうしたら、例えば賄材料費とかいろいろあるじゃないですか。その歳出のほう、出るほう

は、どこに入れますかね。１０款でいいと思うけれど。 

○学校給食課長 

 すみません、歳出の科目につきましても財政課と協議を進めていきますが、賄材料費であり

ましたら、財政科目としては需用費の中に入ってくるかと思われます。 

○川上委員 

 何の中に入ると言いましたか。 

○学校給食課長 
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 需用費の中でございます。 

○川上委員 

 目は何になるのですか。 

○学校給食課長 

 目は学校給食費でございます。 

○川上委員 

 例えば、中学校費だったら学校管理費でしょう。それから教育振興費でしょう。次はどうな

るのですか。 

○学校給食課長 

 款項目で申し上げますと、１０款の教育費、７項の保健体育費、それから、３目学校給食費

の中に入ってくると考えられます。すみません、ただいま款項目の番号を申し上げましたけれ

ども、そこはまだ何も決まっておりませんので、教育費の中の保健体育費の中の学校給食費と

いう科目になってくるかと考えられます。 

○川上委員 

 先ほど、説明によって、これがメリットかなと。今もう学校給食費も無償化を国に要求する

時代ですからね。そういったことを考慮すると、一般会計化というのはあるのではないかとい

うふうに思うけれど、そのメリットを明確にしておく必要があると思うんですよね。こういう

メリット、こういうメリット、こういうメリットというのが挙げられますかね。１番、２番、

３番とかいう感じで。 

○学校給食課長 

 今回の提案の理由の部分になるかと思われますが、まずもって、当初の設置目的の意義など

が薄れてきている部分と、それから特に今回提案申し上げますきっかけとなりましたのは、や

はり新型コロナウイルス感染症の影響によります食材費等、一部提供できない部分で廃棄処分

としている部分もございます。そういった部分につきましては、本来でありますと学校給食費

を充てるものでございますが、そこはやはり一般会計から繰り入れをするというようなことで、

給食の安定した運営などができるのではないかという部分では、一つメリットではないかとい

うふうには考えております。 

○川上委員 

 メリットというか、交通整理ということになると思うけれど、学校給食法の理解の解釈にお

いて、施設費とか燃料に関わるものについては、自治体が責任を負いましょうと。その他の子

どもの口に入るものは親が責任を負うのですよと。それを争いがあるわけでしょう、これにつ

いては、解釈に。しかし特別会計で、これが解釈だということで押してくるから、学校給食の

半額補助だとか、ましてや無償化とかいうのは、お金がないとかなんとかの前に、法律違反に

なってしまいますというようなことをずっと答弁されてきた面があるわけですよ。その法解釈

が敗北したというところが、今度の一般会計化の本質ではないのですか。薄れてきたとかいう

表現は非常に政治的な発言です。大人の発言ですね、悪い大人の発言ですよ。本質は、今言っ

たところにあるのではないかと思うけれど、そこのところ何か検討したことがありますか、今

度の上程に当たって。 

○学校給食課長 

 ただいま質問委員が言われます部分で、検討は行ってございません。 

○川上委員 

ここを考えなければ、一般会計になっても子どもの口に入っていく食材については、どうも

なりませんとかいうような議論になっていきますよ。 

それからもう一つはデメリット、こういう措置をとることによってどういうデメリットが生

じると思われるか。デメリットが生じると、こういったことが起こり得るなと思えば、防御策
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もあわせて対策をとる必要がありますでしょう。その辺は何か検討しましたか、デメリット。

キーワード、デメリット、それから防御策。 

○学校給食課長 

 今回の上程に当たりまして、デメリットの部分は、特には思い当たって、またその防御策等

を考えてございません。と言いますのが、あくまでも先ほど委員おっしゃいました、学校給食

法に基づく給食費の全額は、その材料費に充てられますので、一般会計になっても、その部分

が変わらず適正に処理されるというふうに考えております。 

○川上委員 

デメリットがない制度変更とかないですよ。ですから、やはりきちんとデメリットを考えて、

大きい、小さいというのはあるでしょう。それが出ないような防御策をあわせて考えていかな

いと。 

それから先ほど言った学校給食費をどこで引き受けるのか。それから、賄材料費ならそれは

どこから出していくのかを、上程して議決をもらおうというときに考えていない、これからで

す。引っ越し先を決めないで、家を壊すようなことでは、ちょっと子どもたちの給食について

は無責任ではないかと思うけれど。一遍、議案を撤回して、よく準備して、これなら間違いが

ないというのを出し直したらどうですか。拙速に過ぎるのではないかと思いますが、教育長ど

うですか。 

○学校給食課長 

 ただいま、委員がご指摘の部分で拙速ではないかということではございますが、この部分に

関しまして、長年、特別会計で経理してきておりますけれども、やはり提案理由でご説明した

とおり見直すべきであるというふうに考えてございます。それから、他市の状況も確認いたし

ますと、公会計でかつ一般会計で経理してある自治体がもうほとんどでございます。県内でも

大半が、公会計の中でも大半の自治体が一般会計で経理をしていることも鑑みますと、拙速か

というふうなご意見もあるかと思いますが、令和４年度に向けてのご提案ということで、ぜひ

とも、ご承認いただければというふうに思っております。 

○川上委員 

 この話は１１月２２日か、２２日だ、議会運営委員会で初めて知りましたよ。学校では、こ

ういう話があっているのですか。あるいは保護者とはそういう話があっているのですか。誰が

知っていたのですか、１１月２２日の段階で。 

○学校給食課長 

 まず保護者と外部の方は存じ上げていません。１１月の段階では、この条例改正の議案の起

案が１０月２１日に行っております。１１月１０日決裁をいたしておりますので、教育部関係

の者が承知しているということでございます。 

○川上委員 

 教育委員会、教育委員会会議か、教育委員会会議は、どこかで報告しているのですか。 

○学校給食課長 

 教育委員会会議では、議案の上程について、提案をさせていただいております。 

○川上委員 

 それはいつですか。 

○学校給食課長 

 １１月１７日でございます。 

○川上委員 

 そこで、教育委員が全員出席だったのかな、どういう意見が出ていますか。 

○学校給食課長 

 教育委員会会議では、特にご意見等はいただいてございません。 
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○川上委員 

 教育委員会会議には、それを議案として出したのですか、報告事項で出したのですか。 

○学校給食課長 

 議案として提案させていただいております。 

○川上委員 

 それは何人出席で、表決はどうだったんですか、採決は。 

○学校給食課長 

 教育委員さん５人で、全会一致ということでございます。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

○川上委員 

私は、「議案第１１１号」、学校給食特別会計を一般会計化するという条例改正案について、

賛成します。賛成の理由は、質問の過程でも述べましたけれど、学校給食の食育だとか、それ

から保護者負担について、前向きの変化が起こり得る、起こしやすい環境になると思うからで

す。全国的なこともあります。 

しかし、指摘しておかなければならないこととしては、準備がきちんとされていないのでは

ないかと。メリットをどう生かしていくのか。それからデメリットに目を向けてそれをどう防

いでいくのかというような手だてが、あわせてとられる必要があるし、何よりも一般会計とい

うのであれば、費目の変更とかが生じてくるわけですから、それを担当課長だけでできるわけ

もないわけで、こうしたことができていないということについては拙速さを指摘せざるを得ま

せん。ただ、この拙速さは今からでも挽回できることだろうと思うので、それは大変かもしれ

ませんけれど、頑張ってもらわなければ仕方がないです。討論を終わります。 

○委員長 

ほかに討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１１１号 飯塚市特別会計設置条例の一

部を改正する条例」については、原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１１３号 飯塚市立図書館条例の一部を改正する条例」を議題といたします。

執行部の補足説明を求めます。 

○生涯学習課長 

「議案第１１３号 飯塚市立図書館条例の一部を改正する条例」につきまして、補足説明を

いたします。議案書の２６ページをお願いいたします。現在、飯塚市立図書館５館においては、

頴田図書館を除く市立図書館４館は月曜日（国民の祝日に関する法律に規定する祝日に当たる

ときはその翌日）を休館日としておりますが、月曜日が休みとなる企業等で働く市民が図書館

を利用できないとのご意見があったことから、平成２７年４月１日から、最も利用数の多い飯

塚図書館を第３月曜日に開館し、その翌日を休館日として試行的に運営し、利用状況や利用者

意見等の把握をしてまいりました。既に試行期間が長期にわたり、第３月曜日の開館について、

利用者の認識も定着していることから、飯塚市立図書館条例第５条の一部を改正し、休館日の

規定を変更するものでございます。次に、指定管理を行っている３館につきましては、同条に

おいて、毎月１回館内整理日に伴う平日の休館日を規定しておりますが、現在は市民サービス

向上のため、館内整理を定例休館日に当たる毎月最終月曜日に実施する等の対応を行っており
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ます。このことについても図書館の運用に支障がなく、利用者の認識も定着していることから、

館内整理日の規定についても改正するものでございます。 

また、頴田図書館及び穂波図書館の年末年始の休館日について、現行条例では「１２月

２９日から翌年の１月３日までの日」と規定しておりますが、飯塚館、筑穂館及び頴田図書館

の年末年始の休館日についての規定は、「年末年始 １２月２９日から翌年の１月３日までの

日」となっていることから、整合性を図るため、「年末年始」の文言を追加し表記を統一して

おります。 

議案書２８ページから２９ページの新旧対照表をお願いいたします。第５条第１号において、

飯塚市立図書館、飯塚館のことを指します、同条第２号において、筑穂館及び庄内館、同条

３号において穂波館、同条第４号において頴田館について、それぞれ規定の上、所要の改正を

行ったものでございます。以上、簡単ではございますが、飯塚市立図書館条例の一部を改正す

る条例について、補足説明を終わらせていただきます。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 賛成しようかなと思っていますけれど、これは声があったということなんですけれど、市の

内部ではどういう検討をしてきたのか、お尋ねしたいと思います。 

○生涯学習課長 

 当初、議会のほうからも質疑がございまして、指定管理者との協議が必要とかいうこともあ

りました。この試行をするに至るまでの間、少し時間がかかった経緯がありますけれども、最

初に平成２４年に市議会のほうからご質問、ご意見を受けまして、その後検討をまたしてきて

おります。２７年から試行をする形の中で、なかなか当初、定着がつけないような状況、どっ

ちをとっていいかわからないという状況もありました。そういった中で、時間をかけながら、

試行を重ねながら、一定の定着を見た今般、条例改正というふうな形でアンケート結果を検討

していったというふうな状況がございます。 

○川上委員 

 嘉麻市内の図書館との連携、それから桂川町の図書館との連携については、特段、工夫はし

ていないですか。 

○生涯学習課長 

 現在、広域利用ということで定住自立圏の関係で、嘉麻市と桂川町と連携して取り扱ってる

ところで、サービスを提供しているところでございますが、特段にこの第３月曜日を飯塚館に

ついて開館するということについては、嘉麻市、桂川町との協議ということは特段取り扱って

おりません。 

○川上委員 

 協議すべき事項は特にないという感じですか。 

○生涯学習課長 

 特段、協議はしていないのが現状でございますが、一つには、飯塚市の市民の方々が図書館

を利用される、この半数程度とちょっとになるんですけれども、飯塚館が利用者数を占めてお

ります。そういった中心地的なところにある飯塚館の曜日を変えることで、利用拡大につなが

るというふうに判断をしているところでございます。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○江口委員 

 館内整理日について、もう一度ご案内いただけますか。 

○生涯学習課長 
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 重ねてになりますけれども、説明になりますが、指定管理を行っております飯塚館、それか

ら筑穂館、庄内館につきましては、毎月１回、それぞれ現行条例の新旧対照表のほうで右側の

２８ページのほうで見ていただきますと、飯塚市立図書館というのが飯塚館のことですが、毎

月最終金曜日と１月４日、それから筑穂館については毎月最終木曜日と１月４日、それから庄

内館につきましては毎月最終水曜日ということでばらつかせながらの休館ということが、館内

整理日で設定をしていたところです。これも指定管理者のほうとも打ち合わせいただきながら、

申し出いただきまして、この館内整理日を毎月最終月曜日で実施していくということで調整を

整えてこれまでやっております。この実態に合わせながら、今回条例改正を合わせて改正を加

えさせていただいているところでございます。 

○江口委員 

 毎月最終月曜日、指定管理者の３館については行うということであると、第５条第１号のア

に当たるわけでしょう。月曜日ですよね。これとダブるわけですよね、ダブらないですか。ち

ょっと説明していただいていいですか。ごめんなさい。 

○生涯学習課長 

 基本的には、飯塚館の分が第３月曜日に開館するという形になりますので、最終の月曜日と

いうのが、第４の月曜日になろうかと思います。今、委員がおっしゃる部分については、ある

としたならば２月の月が可能性的にはなくはない、その場合については、また指定管理者のほ

うと調整させていただいて、館内整理日を設定するような形にはなろうかと思います。 

○江口委員 

 おおよそ場合は、第４月曜日ぐらい、第４ないし第５月曜日ぐらいになるわけですよね。そ

の場合は、第１号のアの月曜日が休館なので、これとダブりますよね。お話があったのは、館

内整理日は、今はもう実際に館としては開けていない最終の月曜日でやっているので、お客様

には迷惑かけない。お客様にとってプラスになっているんだよということでしょう。ですよね。

ただこういうふうな、それがもう完全に固定するのであれば、館内整理日に関しては、別の書

き方をしたほうがいいのかなと思ったりもするんです。この書き方だったら、ある意味、今は

最終金曜日、最終木曜日、最終水曜日、要するに月１回と、それと年１月４日が館内整理で休

みますよなんだけれど、この書き方だったら、ある意味、教育委員会の承認を得たら、１日で

はなくて、２日でも３日でも入れられるわけですよ。だけれども、それが本意ではないわけで

しょう。そうしたら、それなりに書き方を工夫されたほうがよかったのかなと思います。ただ、

ここの解釈に関しては、ここに関しては、何も現状から休館日をふやそうということではない

ということでよろしいですよね。 

○生涯学習課長 

 今、委員がおっしゃるとおりでございます。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１１３号 飯塚市立図書館条例の一部を

改正する条例」については、原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１１７号 契約の締結（文化会館大規模改修工事）」を議題といたします。

執行部の補足説明を求めます。 

○文化課長 
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 「議案第１１７号 契約の締結（文化会館大規模改修工事）」について、ご説明いたします。

議案書の４９ページをお願いいたします。「議案第１１７号 契約の締結（文化会館大規模改

修工事）」につきましては、地方自治法第９６条第１項第５号及び飯塚市議会の議決に付すべ

き契約に関する条例第２条の規定に基づき提出するものでございます。本件、文化会館大規模

改修工事につきましては、契約金額１９億７７８０万円で、株式会社安藤・間九州支店、執行

役員支店長 五所久和と契約を締結するものであります。契約の方法は随意契約と記載してお

りますが、公募型提案方式により本工事の最適な施工業者を選定いたしましたので、その結果

によりまして随意契約を行ったものでございます。 

議案書５０ページの工事請負議案資料をお願いいたします。工期につきましては、本契約と

して認められた日から令和５年４月２８日までとしております。また、予定価格２０億

８２３０万円に対して、見積金額が１９億７７８０万円、請負比率は９４．９８％となってお

ります。 

次ページから、資料としまして、工事概要、付近見取図、改修範囲及び改修内容を記載した

平面図を添付しておりますが、説明は省略させていただきます。以上、簡単ではございますが

補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 約２０億円の随意契約ということになるのですけれど、これを公募型プロポーザル、提案型

でいこうと決めたのは、いつどこでなのかお尋ねします。 

○文化課長 

 飯塚市文化会館コスモスコモンの大規模改修工事の発注方法につきましては、令和３年７月

２０日に決定をしております。 

○川上委員 

 どこで決めたのですか。その２０日というのは何の日ですか。 

○文化課長 

 発注方法に関する決裁の日付となっております。 

○川上委員 

 それは市長の決裁の日という意味でしょう。起案はいつですか。 

○文化課長 

 起案につきましては、令和３年７月１２日となっております。 

○川上委員 

 起案は、何に基づいて起案しているのですか。 

○文化課長 

 今回の大規模改修工事につきましては、飯塚市文化会館改修計画に基づきまして実施をする

ものでありまして、今回のこの発注方法につきましては、契約課、建築課と協議を行い、この

発注方法にすることが望ましいということで、決裁のほうをとっております。 

○川上委員 

 今、課長がおっしゃった決裁というのは７月２０日の決裁のことを言っているのですか。私

の質問は、７月１２日に起案したと言うから、当然、文化課のほうの起案だろうと思っており

ますけれど。だからそうであれば、その起案は何に基づいてしたのかということを聞いたんで

すよ。 

○文化課長 

 先ほどご説明をしました議案につきましては、文化課において、令和３年７月１２日に起案

を行い、７月２０日に決裁のほうをいただいた決裁の内容となっておりますが、この経過とし
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まして建築課、契約課とその決裁前に協議を行い、決裁をしたものでございます。 

○川上委員 

 今、建築課、契約課とおっしゃったのは、７月１２日から２０日までの間のことをおっしゃ

っているんですか。それとも７月１２日以前のことをおっしゃっているんですか。 

○文化課長 

 この起案の前でございます。 

○川上委員 

 それは課長が、それぞれの課長と個別に会って検討したのですか。それとも一堂に介する場

面があったのですか。 

○文化課長 

 文化課、建築課、契約課、一堂に介しての協議となっております。 

○川上委員 

 それはどういうメンバーですか。課長級だけですか。 

○文化課長 

 この協議につきましては、２回事前にしておりまして、まず第１回目が令和３年４月２０日

に協議を行いまして、文化課長、文化振興係長、契約課長、建築課長、建築課長補佐、係長と

なっております。２回目につきましては、令和３年６月２３日に実施をしておりまして、文化

課長、文化振興係長、契約課長、契約課長補佐、建築課長、建築課長補佐、係長となっており

ます。 

○川上委員 

 ３課の幹部の会議を２回したというんですね、４月２０日と６月２３日。議論の仕方として

は、どういう議論の仕方をしたんですかね。プロポーザルでいきたいけれど、どうだろうかと

いう議論をしたんですか。それとも分離分割でいこうと考えるけれどどうだろうかというよう

な議論をしたんですかね。 

○文化課長 

 この会議の中では、どういった方法が今回の契約に適しているかということの視点から検討

を行っております。 

○川上委員 

 どういった方法でやろうかという、フリーハンドから始まったんですか。分離分割からいこ

うとか、プロポーザルでいこうとかいうようなことはなかったのですか。 

○文化課長 

 今回のこの発注方法の検討につきましては、どの方向からということが前提ではなく、全て

白紙の状態から積み上げた結果となっております。 

○川上委員 

 そうすると４月２０日、６月２３日、２回やったんだけれど、この２回３者協議をしたんだ

けれど、そこではどういう方式でいくかというのは決まらなかったということですかね。決め

ていないということですかね。 

○文化課長 

 ２回の協議を経たところで、７月１２日の起案につながったものでございます。 

○川上委員 

 つながっていったということはわかりました。どのようにつながったかなんですね。契約課

長と建築課長の立場はどういう立場になるのでしょうか。文化課長に対するアドバイスをする

という立場なのですか。３人で話し合って決めましょうという立場なのですか、この協議とい

うのは。主催は誰なのですか。 

○文化課長 
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 この文化会館改修工事につきましては、文化課が所管しておりますので、文化課のほうから、

建築課や契約課のほうにご相談をしまして、この方法としたものでございます。 

○川上委員 

 ４月２０日は、どういう意見を聞きましたか。契約課長及び建築課長から。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １５：０２ 

再 開 １５：１４ 

 委員会を再開いたします。 

○文化課長 

 ４月２０日の協議におきましては、まず文化課より、この大規模改修工事の概要のほうを説

明しまして、文化課としましては、この文化会館が休館をしての工事となりますので、その工

期を厳守していただく方法について、建築課のほうにその施工の方法と、契約課につきまして

は、そういった工期厳守につながる契約の方法について協議を行ったところでございます。 

○川上委員 

 そのほかはないですか、４月２０日。 

○文化課長 

 ４月２０日の協議内容については、その内容について協議を行っております。 

○川上委員 

 建築課はどういう返事をしましたか。 

○文化課長 

 ４月２０日においては、その時点では具体的な、明確なお話というのはなかったというふう

に考えております。で２回目の６月２３日までに、それぞれ契約課、建築課、この協議内容を

持ち帰っていただいて、改めて協議をその時点で行ったものでございます。 

○川上委員 

 ４月２０日に所管課が相談したというのは、工期厳守をどうしたらいいだろうかという、ど

うしたら工期を厳守できるだろうかということだけだったのですか。 

○文化課長 

 一番、文化課として目指しておりますのは、大規模改修工事後にスムーズに文化会館の使用

ができるようにということが、第一の重要な課題となっておりますので、その点が第一番でご

ざいました。また、この今回の改修工事の中では、文化会館ということで、ホールなどでの音

響性能とか、そういったものを現状維持するような工事となるように進めていただきたいとい

うふうに考えておりました。 

○川上委員 

 あと、空調もあったのではないのですか。 

○文化課長 

 今回の工事の中では空調につきましても、これまでも改修は行ってきておりましたが、全て

の空調について改修はできておりませんでしたので、今回の改修の中で空調についても行うこ

ととしておりました。 

○川上委員 

 もう一つくらい、大事なことがあったのではないですか。 

○文化課長 

 今回の大規模改修工事におきましては、特定天井の耐震改修、それとあわせまして、先ほど

の空調設備の改修もございましたが、そのほか照明のＬＥＤ化や、バリアフリーやユニバーサ

ルデザインの観点からトイレの洋式化、またエレベーターの更新など、さまざまな工事を今回
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の中で行ったものでございます。 

○川上委員 

 それを４月２０日の日に建築課と契約課と、こういうことを考えています、しないといけな

いのですけれど、それにしても工期厳守が一番ですよというような話をしたわけですか。 

○文化課長 

 この文化会館について、休館期間をなるべく短くということを考えておりましたので、工期

を厳守するというところを一番に考えておりました。 

○川上委員 

 そして２カ月後の６月２３日、これは６月定例会が終わった直後ぐらいですか。よくわから

ない。このときは、今、３つ、４つ言われましたけれど、４月２０日は聞いて帰っただけなの

ですかね、契約課と建築課は。２カ月後、見解を文化課に示したということなのですかね。 

○文化課長 

 この第２回目の会議までの間も、それぞれとは協議を行いながら、調整を行いながら、第

２回目を開催したものでございます。 

○川上委員 

 それぞれとということになると、４月２０日の後、６月２３日までの間に文化課と契約課、

文化課と建築課でそれぞれ契約を複数回やったということですか。 

○文化課長 

 この工事の内容などについての確認などを行っております。 

○川上委員 

 契約課と何回ぐらい、その間に話をしたのですか。 

○文化課長 

 具体的には、契約課とは何回したというところの記憶はちょっと残っておりません。 

○川上委員 

 契約課と話はしたんでしょう。４月２０日と６月２３日の間に。 

○文化課長 

 契約課との協議というか、調整のほうは、打ち合わせのほうはさせていただいたと思います

が、具体的に何回というところは、ちょっと記憶に残っておりません。 

○川上委員 

 建築課とは話すでしょう。契約課と何の必要があったのですか。４月２０日から６月２３日

の間に。今のニュアンスだと複数回会っていますけれど、何の必要があったのですか、契約課

と。 

○文化課長 

 このご説明をした後の進捗の状況などを確認したと思われます。 

○川上委員 

 課長が契約課長と協議したわけではないのですか。部下がしたのですか。 

○文化課長 

 課長が協議をしております。担当というよりも課長が進捗など、お話をしたと思っておりま

す。 

○川上委員 

 あなたが言う課長というのは、自分のことでしょう。相手も課長ですか。相手も契約課長。

課長同士、そのときは一対一で話したのですか。 

○文化課長 

 課長同士でお話をしたと思います。 

○川上委員 
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 何回か覚えてないと言うけれど、何の話があったのですか、契約課長と。４月２０日と６月

２３日の間、２人だけで。 

○文化課長 

 契約の方法でどういった方法があるのかというようなところの、この進捗のお話をしたとい

うことです。 

○川上委員 

 契約課長がどういうふうに言ってくれましたか、一対一のときに。 

○文化課長 

 総合評価の入札の方式とか、いろいろな、こういう提案方式とか、さまざまな方式があると

いうようなお話をしております。 

○川上委員 

 さまざまというのは何ですかね。指名競争入札総合評価方式のことですか、一つは。総合評

価というのは。それと提案方式と言われましたかね。それは公募型プロポーザル方式のことな

んですか。ほかに、さまざまといった場合は何があったのですか。 

○文化課長 

 すみません。総合評価方式と公募提案型の方式ということでございます。 

○委員長 

 川上委員、ちょっとお伝えしたいのですれども、工事請負契約の議案の審査は落札した業者

と契約を締結することが適当か否かが審査の中心となりますので、できたら質疑の趣旨をまず

明確にしていただいて、今、細かくちょっとなっておりますので、ちょっと明確にしていただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○川上委員 

あまり種明しをすると質問が生きてこない場合が多いので。しかし、委員長がそのようにお

っしゃるので、あえて言いますけれど、きょうの議案は公募型プロポーザル提案方式によって

業者選考し、その相手との契約行為の承認を求める議案なんですね。公募型プロポーザルとい

うのが行われる場合は、本市の場合はガイドラインがあります。ガイドラインに沿った流れの

中で、このプロポーザルをやるということがまず採用されたかどうか。それからガイドライン

に沿ってどのように行われたかというのを確認しなければならないと思うのです。２０億円で

すからね。そういうことで、今、所管課の課長が、７月２０日、プロポーザルでいきたいとい

う起案をするに至る経過の中に、不正常なことがないということを今、確認していっているわ

けです。よろしいでしょうか。 

それでさまざまとおっしゃったんだけれど、実はさまざまではないということを今、言い直

したのですかね。 

○文化課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 すると、契約課長から、あなたは一対一で先ほどの方式が２つありますというふうに話を聞

いたわけですね。それは所管課で共有されていますか。 

○文化課長 

 文化課の中で共有をしております。 

○川上委員 

 そうすると、契約課長と２人だけでここで会って、この話をした。ここでこういう話を聞い

たというのは、紙になって共有されたのですか。あるいは、パソコン上の情報で共有したかわ

かりませんけれど、そういう共有の仕方をしたのですか。 

○文化課長 
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 共有につきましては、口頭で行っております。 

○川上委員 

 それはどういう場面で共有したのですか。 

○文化課長 

 職場に、執務室のほうに戻りまして、口頭で話しております。 

○川上委員 

 それは、相手は誰ですか。 

○文化課長 

 文化振興係長でございます。 

○川上委員 

 その都度、そういうふうに係長に報告しているわけですか。報告と言うかわかりませんけれ

ど。 

○文化課長 

 そういった進捗などの話は、その都度しております。 

○川上委員 

 すると、あなたの口頭でしても、係長が記録を取りますね。取っていないのですか。 

○文化課長 

 文化振興係のほうで記録はとっておりません。 

○川上委員 

 契約課のほうで取っていますかね。契約課長は、文化課長にこういうアドバイスをしました。

それは契約課では、みんな知っていることなのですか。契約課長自身しか知らないとか、それ

はわかりますか。お互いに２人で話したことは、どこまで情報共有をそれぞれの課でしようか

という話とかはしていないのですか。 

○文化課長 

 それぞれの課でどういうふうに情報共有しようということは、打ち合わせはしておりません。 

○川上委員 

 そうすると、戻りますけれど文化課内で情報共有したというのは課長と係長の２人だけの情

報共有ということですか。 

○文化課長 

 この大規模改修につきましては、文化振興係長が中心になって進めておりますので、係長ま

でということになっております。 

○川上委員 

 お互いに係長と一緒に、つまり２対２で、複数で会おうという判断はないのですか、そうい

う場合、普通。 

○文化課長 

 この進捗の話につきましては、契約課長と別室に行って話すとかいうことではなく、廊下の

ところで会ったときに立ち話をしたりとかいうことですので、係長と２人でというところでは

行っておりませんでした。 

○川上委員 

 廊下での立ち話を係長に報告したわけですか。それがあなたが言う４月２０日から６月

２３日まで契約課長と協議をしたという姿なのですね。そういうことで間違いないですか、そ

ういう理解で。 

○文化課長 

 そのとおり、廊下などで会ったときに、そういったお話等をしたことを持ち帰って説明をし

ております。 



３５ 

○川上委員 

 ６月２３日、先ほど言ったようなメンバーの集まりがありました。そのときは何が協議の議

題になって、進展があったのでしょう、４月２０日以降。なかったですか。 

○文化課長 

 今回、発注をした方法について、どういったことでこの方法をとったほうがいいのかという

ところを６月２３日に話をしております。 

○川上委員 

 今、おっしゃったこの方法というのは、何の方法なのですか。この方法とは。 

○文化課長 

 この公募型提案方式を採用すること、そして今回の工事について一括発注方式によって契約

をすることについて協議を行っております。 

○川上委員 

 この協議をするというのは、文化課長が３者集まったときに、この協議をするという、公募

型プロポーザル一括でいくよという協議をしてくださいというのは、そういう提起は文化課長

がしたのですか。 

○文化課長 

 ３者で協議をした結果、この方式ということに至っております。 

○川上委員 

 そうではなくて、さっきの話だと、繰り返すと時間がかかるからあれですけれど、４月

２０日に３者で会ってどうしようかなと。わかりましたと。廊下で契約課長とあなたの話をし

た。そのとき契約課長は２つの方法がありますよというようなことを言ったという趣旨でしょ

う。６月２３日になったらあなたが２つのうちの１つを、３者協議の場に持ち込んだのかとい

うことを聞いたんですよ。 

○文化課長 

 この協議の中では、３者で協議をした結果、そういった方式が望ましいということで判断し

たもので、どの方法ということで持ち込んだということでございません。 

○川上委員 

 わかりました。そうすると所管課は文化課だからですね。この中で決まるということはない

でしょう、３者協議で。決まるのですか。 

○文化課長 

 この方法につきましては、３者で協議を行いまして、この方法が望ましいということで判断

いたしまして、それを最終的には決裁をいただいておりますが、それまでの間には部長や副市

長などと協議をしながら、最終的には決裁ということで方針のほうを決定いただいております。 

○川上委員 

 ７月１２日以降の話を今されているわけですよ。６月２３日は、所管課の責任者が契約課と

建築課の幹部と、３者協議と言うけれど、意見を聞いたということなんでしょう。そこは機関

ではないから、そこは。決める場ではないでしょう、普通。確認するとかいう場でもないでし

ょう。所管課の課長が関係の課長からご意見を伺ったという場ではないのですか。だから決め

るのはあなたではないのですか。所管課の課長が。心に決めるという意味ですよ。課長として

の意思を決めるのは。そうではなさそうだ。この３者の会議というのはプロポーザルの流れの

中には、どういうふうに位置づけられていますか。飯塚市のプロポーザル方式に関するガイド

ライン、この中にあるんですか、この所管課と契約課、所管課と契約課及び公共工事の場合だ

ったら建築課もかもしれませんね。そういう所管課と契約課、その他の課長の会議というのは、

そのガイドラインの流れの中に、どこにあるのですか。 

○文化課長 



３６ 

 プロポーザルのガイドラインの中では、実施する業務の内容が、性質や目的、価値などに鑑

み競争入札に適さないと認める場合の業務委託、この場合は委託になっておりますが、につい

て、その所管課がプロポーザル方式によって受託候補者を特定しようとする場合に手続を行う

ということになっておりますので、今回につきましても、この工期を厳守した中で工事を実施

したいということで、建築課、契約課と協議をした中で、その方式が一番最適であるというふ

うに判断をして、このガイドラインの前提として判断をして取り組んだものでございます。 

○川上委員 

 飯塚市のガイドラインの場合は、プロポーザル方式でいくのか、いかないのかについては、

どこで決めることになっていますか。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １５：４６ 

再 開 １５：５０ 

委員会を再開いたします。 

○文化課長 

 この市のプロポーザル方式の実施に関するガイドラインの中では、プロポーザル方式の実施

について、どこで決定するということは定めはありません。ただ、今回の発注工事については、

金額も大きいことから、部長や副市長などと相談しながら、その方法については決定をしてお

ります。 

○川上委員 

 金額が多いので、部長や誰と言われましたかね。 

○文化課長 

 部長や副市長などと相談をしながら決定をしております。 

○川上委員 

 部長というのは、教育部長のことですか。都市建設部長、総務部長、全部。 

○文化課長 

 教育部長でございます。 

○川上委員 

 副市長は久世副市長ですか。 

○文化課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 ７月１２日以前に教育部長と協議をしましたか。 

○文化課長 

 この発注方法についての起案を行いましたのが７月１２日でございますので、その以前に相

談をしております。 

○川上委員 

 何の相談をしましたか。 

○文化課長 

この発注方法について、この方法が望ましいということを判断しましたので、３者が協議し

た中で、この発注方法が望ましいという判断に至りましたので、その方式を採用することにつ

いて、教育部長のほうにご相談をしております。 

○川上委員 

教育部長は何と言われたのですか。 

○教育部長 



３７ 

 発注の方式につきまして、最も重要視するのは、やはり工期であるということが一つ。それ

から、少しでも値段が下がるように考えておりますということで、その２点を主に説明を受け

まして、それを実現するためには請負業者の意見をよく聞いて、実行可能かどうかというのを

検証するために、このプロポーザル方式がいいというふうに説明を受けました。 

○川上委員 

 私は、そのように報告したと課長が言うから、部長は、では何と答えたのかということを聞

いたんですよ。教育部長は、こう説明を聞きましたということだから、それを聞いて大体、所

管課の課長に聞いているわけです。部長は何と答えたかと聞いている。 

○教育部長 

 それでいこうということで決めました。 

○川上委員 

 もう一回ちょっと言ってください。それでいこうと決めましたですか。 

○教育部長 

 申しわけございません。決めましたではなくて、その方針で副市長に相談しようということ

で話をいたしました。 

○川上委員 

 さっき、部長、副市長と言われたので、部長は教育部長だけですか。 

○文化課長 

 この方式を決めていくに当たりまして、お話をしたのは教育部長のみでございます。 

○川上委員 

 副市長にも相談したと言いましたね。どういう場面で副市長と教育委員会の所管課の課長が

相談をしたのですか。 

○教育部長 

文化課長を伴いまして、副市長室まで出向きまして、同様の内容を相談しております。 

○川上委員 

それは７月１２日以前なのですか。何度も行ったかもわからないけど。 

○文化課長 

 ７月１２日以前でございます。 

○川上委員 

 副市長のところに、教育部長と文化課長と２人で行ったわけですか。そしてプロポーザルで

いきたいと。副市長は何と答えたのですか。 

○文化課長 

 この方法につきましてご説明をいたしまして、その方法で進めていこうということで、お話

をいただいております。 

○川上委員 

 市長とは相談を、７月１２日以前は直接はしてないのですか。 

○文化課長 

 ７月１２日以前にはしておりません。 

○川上委員 

 副市長は業者選考委員会の責任者という立場もあるんですよね。それで７月１２日付で、所

管課の課長がプロポーザル方式でいきたいという起案をするわけですかね。それだけの起案な

のですか。その決裁を求めた中身というのは。 

○文化課長 

 はい、そのとおりでございます。 

○川上委員 



３８ 

 これは２０億円ですからね。今となっては２０億円なんだけれど、そのときは２０億円とわ

からないんでしょう。 

○文化課長 

 この決裁をいただいた時点では、金額のほうを積算したものは添付をしておりません。 

○川上委員 

 ７月１２日に起案して、プロポーザルでいこうという決裁が出たのが７月２０日か。１週間

ですね。この過程は、本市のガイドラインの流れのとおりだというふうにお考えですか。 

○文化課長 

 この発注方法の決裁については、ガイドラインと相違があるものではないと考えております。 

○川上委員 

 それを裏づける、ルール違反ではないということを裏づける、逆に言えば当然のあるべき仕

事をしたということを裏づける資料というのは、何が残っていますかね。 

○文化課長 

 この発注方法を決定する際の起案文書ではないかと思います。 

○川上委員 

 それだけだということですね。４月２０日から、るる聞いてきましたけれど、１枚の紙もな

い、データもないということを、今おっしゃっているのですかね。 

○文化課長 

 途中協議をした内容についての文書は残っておりません。 

○川上委員 

 総括的に言うと、７月１２日までの行為が本当にあったのか。あったとすれば、それは妥当

な内容だったのかということは検証できないということになります。それで、７月２０日の起

案文書はいずれ明らかにできますけれど、その後、実際の仕様書、実施要領をつくるでしょう、

所管課で。それは、どういう内容になっていましたかね。いつつくったかもあわせてお尋ねし

ます。 

○文化課長 

 この提案方式を採用するという決裁の後、実施要領について、これまでのその他の事例を参

考に様式のほうを作成をいたしまして、令和３年８月２日起案で作成を進めております。 

○川上委員 

 実施要領は、いつ決裁をしましたか。起案が８月２日でしょう。 

○文化課長 

 この選定委員会を、この募集要領で実施してよいかを８月５日に決裁をいただいております。 

○川上委員 

 その実施要領の中に、選定委員を何人にするだとか、配点とかを決めているでしょう。持ち

点を。それはどうなっていますか。 

○文化課長 

 選定委員につきましては、文化会館大規模改修工事公募型提案事業者審査委員会において審

査を行うということにしておりまして、その配点、提案の配点につきましては、実績・体制評

価について４項目、技術提案評価について５項目、意欲評価について１項目、価格評価につい

て１項目ということに配点をしておりまして、それぞれの配点を合計しまして１００点という

ことで配点をしております。 

○川上委員 

 １項目ごとに、何というかな、１項目ごとの配点というか、持ち点というか、それはどうな

っていますか。 

○文化課長 



３９ 

 まず、実績・体制評価の中の参加者の工事実績について１０点。環境マネジメントシステム

体制について５点。監理技術者の業務実績について５点。主任技術者の業務実績について

１０点としております。次に、技術提案評価の中の工期を厳守するための施工計画の提案につ

いて２０点。安全対策の提案について１０点。地域経済への貢献について１０点。施工段階の

品質管理体制の提案について５点。リスク管理について１０点。意欲評価、本整備事業に対す

る理解度、積極度について５点。価格評価、見積金額内訳書に記載された金額（提案価格）に

ついて１０点としておりました。 

○川上委員 

 ちょっと先回りするけれど、メンバーは何人ですか。 

○文化課長 

 事業者審査委員会につきましては、５名となっております。 

○川上委員 

 どういった方々で構成していますか。 

○文化課長 

 構成としましては、教育部長、行政経営部長、都市建設部次長、教育部文化課長、都市建設

部建築課長となっております。 

○川上委員 

 ４人目は誰と言いましたかね。 

○文化課長 

 教育部文化課長でございます。 

○川上委員 

 ご自身ですよね。この５人の中で、所属部長、課長、職員ということになってきたら、誰に

なりますか。 

○文化課長 

 教育部長と教育部文化課長になっております。 

○川上委員 

 全員職員で、所管の部長、それから所管課長が入っているわけですね。ガイドラインでは、

どうなっていますか。制限規定があるでしょう。 

○文化課長 

 審査員の設置につきまして、審査委員会は、委員５人以上で組織する。また、委員は所管部

長、所管課長及び所管課職員が構成の２分の１以上となってはならないものとするとなってお

ります。 

○川上委員 

 今回の場合は、それには抵触しないと判断しますか。 

○文化課長 

 その部分については、抵触しないものと考えております。 

○川上委員 

 教育部長が入るのはなぜですか、この中に。 

○文化課長 

 この飯塚市文化会館の所管が文化課であるためです。 

○川上委員 

 文化課長が入るのも同じ理由ですか。所管課長ですよ。 

○文化課長 

 同様だと考えております。 

○川上委員 



４０ 

 配点の基準があるじゃないですか、４項目で、ずっと答弁された。これ、あなた方は全くわ

からないでしょう。所管の部長、所管の課長、何かわかりますか、この観点で。提案があった

ときに。 

○文化課長 

 この選定委員につきましては、業務の内容や行政手続などを十分に把握した、この文化会館

大規模改修工事に密接な関係のある部次長、課長で審査を行っておりまして、その観点から適

正な審査が行われたものと考えております。また、この審査におきましてはヒアリング、技術

提案のヒアリングを行った後にディスカッションを行うなど、適正な評価ができるように取り

組んだものでございます。 

○川上委員 

 わからないでしょう、このメンバーでは。わかりますか。そして答弁にあったけれど、密接

なポジションにおるからだと言われたけれど、１つはわからない。密接なだけが残る。こうい

うことで審査されたんですよ。それができるように配点もできているではないですか。工期厳

守のところが配点が２０点でしょう。この配点、持ち点というか、これは文化課長が決めたの

でしょう。文化課長が決めたのでしょう。違うんですか。 

○文化課長 

 この実施に当たりまして、各委員に決裁をいただいておりまして、その中で確認をしながら

策定をしたものでございます。 

○川上委員 

 所管課長が実施要領を作成し、そして審査委員会で確認するということになっているでしょ

う。だから審査委員会がつくるわけではないんです。所管課長がつくるわけ、ガイドラインは。

でも実際は、そうなっていないわけですね。審査委員会でつくったと言ったでしょう。所管課

がつくって審査委員会で確認する。審査委員会がつくるわけではないんです。ところが、今の

話だと審査委員会がつくっているよね。あなたが提案したことが、修正されたりしたことがな

いですか、事前に。あなたがつくった配点表。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １６：１７ 

再 開 １６：２９ 

 委員会を再開いたします。 

○文化課長 

 今回のこの提案方式を採用する中で、一番重要な項目ということで、工期を遵守するための

施工計画の提案について２０点という配点にしたところでございました。また、ご質問のこの

配点について審査委員会の中で変更があったかということでございますが、変更はございませ

んでした。 

○川上委員 

 審査委員会の中で変更があったかということではなくて、あなたがつくるときに修正があっ

たかという趣旨で聞いたんです。どこかからか。あなたが、これは何を参考にしてつくったか

わからないけれど、あなたがつくったときに、こうしたらどうかというアドバイスはなかった

かということを聞いたつもりだったんですけど、なかったですか。 

○文化課長 

 この配点の中で、そういったアドバイスをどこかからということはございませんでした。 

○川上委員 

 何を参考にこれをつくりましたか。 

○文化課長 



４１ 

 これまで市で行われましたプロポーザルなどを参考に、この配点表の部分についてはしてお

ります。その中で、実績・体制評価や技術提案評価、あとは価格評価などの割合を決めて、そ

の中で、技術提案評価の中で、この部分、工期を厳守するための施工計画の部分について厚く

評価するために、配点をふやしたものでございます。 

○川上委員 

 文化会館を扱うというのは、初めてなんですよね、もちろん。大規模改修ですね。本市のほ

かのプロポーザルを参考にしたということですか。本市のプロポーザルの配点を参考にしたの

ですか。 

○文化課長 

 この実績・体制とか技術提案、金額の評価などについては、割合については、これまで私、

幸袋一貫校などのプロポーザルも実施しておりまして、そういったところの割合なども参考に

検討しております。 

○川上委員 

 何十年も前の、その当時の方式でしかできないような難しい、大体それをできる業者がいる

だろうかというような工事もあるわけですよね。それと幸袋小中一貫校。ほかに参考にしたと

ころはありますか、配点で。 

○文化課長 

 市の実績の中とか、それ以外、インターネット等でもほかの事例とか、そういったものをい

ろいろ参考にしておりましたので、これがというところではございません。 

○川上委員 

 そしたら、ものすごい重圧だったと思うんですよね。この配点を考えるの。この配点で、あ

なたを含めた５人が了解したということなんですね。これは持ち点１００なんだけれど、全部

つけていって、もう８０点で終わってしまったとかいう場合でもいいんですかね。 

○文化課長 

 今回の審査においては、参加者の工事実績の評価や監理技術者の実績などで、事務局のほう

で配点を行う部分もございますが、それ以外の部分については、この審査委員の中で、全ての

項目について審査を行っておりますので、その中で、８０点以上とったから、もうそれ以外の

項目は審査をしなくてよいというようなことは行っておりません。 

○川上委員 

 プレゼンテーションはいつしたのですか。 

○文化課長 

 プレゼンテーションは、令和３年１１月５日でございます。 

○川上委員 

 そのときの模様をちょっと聞かせてもらっていいですか。 

○文化課長 

 １１月５日の流れにつきましては、まず提案者入室前に、審査委員での審査に向けての打ち

合わせを行いまして、その後、提案者に入室をしていただいて、事前準備の後に提案を、プレ

ゼンテーションを、技術提案書に沿って説明をしていただきました。その後、ヒアリング、質

疑応答の時間を設けておりましたので、各委員から質疑を行っていただいた後、提案者には退

出をしていただきまして、審査の前に、まずディスカッションを審査員で行っていただきまし

て審査に移り、審査結果を、集計結果を決定し、審査委員会として、この提案者を受託候補者

とするように決定をしております。 

○川上委員 

 プレゼンテーションが終わって、ヒアリングがあって、退席、退場するのでしょう。その後、

審査委員がディスカッションしたわけですか。ディスカッションしたのですか。 
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○文化課長 

 このヒアリングの中で技術提案の内容などについて、不明な点がなかったかということで、

ディスカッションの時間を設けましたが、特段、その中では議論は行われておりません。 

○川上委員 

 ディスカッションの時間をとるというのは、どういう趣旨ですか。実施要領の中にそれを入

れておったのですか。 

○文化課長 

 実施要領ということではございませんが、この選定審査要領の中で、２次審査の際には、審

査委員会によって委員によるディスカッションの場を設け、提案に対する意見交換を行うとい

うことで、それに沿ってその時間を設けたものでございます。 

○川上委員 

 提案に関する何て言われましたか。意見交換。 

○文化課長 

 提案に対する意見交換を行うということでございます。 

○川上委員 

 実際はやっていないのでしょう。ディスカッションしていないと言うぐらいだから。したの

ですか。 

○文化課長 

 その時間ということで設けておりましたが、特段、意見が出なかったということでございま

す。 

○川上委員 

 なかったということですね。それで、点数はいつ、どのように付けたのですか。 

○文化課長 

 点数につきましては、そのディスカッションの時間を設けた後に、点数のほうを各委員で付

けております。 

○川上委員 

 結果の確認は、どういうふうにしたのですかね。誰が開くのですか。 

○文化課長 

 審査の結果につきましては、文化振興係長が取りまとめを行いまして、集計しまして、その

集計結果を印刷をして、作成をしております。 

○川上委員 

 その結果をちょっとここで教えてください。各配点の得点ごととトータルと。 

○委員長 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １６：４３ 

再 開 １６：５２ 

委員会を再開いたします。 

○文化課長 

 審査の結果につきましては、実施要領におきまして、総得点について公表をすることとして

おりまして、また、審査委員会での審査の内容として各委員の採点については非公開というこ

とにしておりますので、項目ごとの点数については非公開とさせていただきます。 

○川上委員 

 それは、皆さんの内部事情でしょう。ここは、もう議案上程しているんですよ。この会社と、

三百何点とったのかな。当選しておるので、ここと契約しますという内容なんですよ。審査員

一人一人の個票というか、個別配点を聞いているのではないのですよ。配点があるじゃないで
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すか。４項目ごとの。当選者のそれを聞いているんですよ。あなた方が内部的に非公開にして

いるということと、議会がそのルールに従うというのはちょっと違うのではないですか。何の

問題がありますか。実施要領上のあなた方の内部の事情ですよ。こちらは議会のほうは、

２０億円の出費が妥当かどうかについてチェックする責任を市民から与えられているわけです

から、出してもらわなければ困る。出してくださいよ。 

○文化課長 

 個別の審査の項目ごとの採点につきましては、この提案者の技術に関する部分でございます

ので、その提案者に、この公表について相談をしまして、了承をいただかないことには公表が

できないのではないかというふうに考えております。 

○川上委員 

 ちょっと連絡とってください。３７１点の内訳だから。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １６：５６ 

再 開 １７：２４ 

 委員会を再開いたします。 

○文化課長 

この採点の内容につきましては、大きく分けまして実績・体制、技術提案、意欲、価格――

―。 

申しわけありません。まず初めに先ほどの答弁の中で、個別の評価の項目については、提案

者に確認をしまして公表しますということで答弁しておりましたが、こちらのほうを取り下げ

をさせていただきまして、改めまして答弁のほうさせていただきます。申しわけありません。 

まず、今回の評価につきましては、実績・体制、技術提案、意欲、価格と大きく分類をしま

して、４項目について評価をしております。まず、実績・体制につきましては、配点が、５人

の委員合計でありますが、１５０点の配点中９５点でございました。続きまして技術提案の項

目につきましては２７５点に対しまして２３４点でございます。次に、意欲につきましては

２５点中２２点。価格につきましては５０点中２０点という評価の内訳となっております。 

○川上委員 

 それはわかりましたけれど、私が着目しているのは工期の厳守にかかわる配点２０点がどう

かということなんですね。それは出せないですか、やっぱり。 

○文化課長 

 個別の項目に関する技術提案に対する評価の項目については、個別に本市としては公表しな

いものとしております。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

○川上委員 

私は、「議案第１１７号 契約の締結（文化会館大規模改修工事）」について、反対の立場

で討論いたします。本市のプロポーザルガイドラインにおいては、公正性、透明性、それから

客観性について担保要件が要求されています。るるお尋ねしてきましたけれど、この３点、

３つの要素について信頼が置けない答弁がありました。まず、プロポーザルを所管課長が決意

して起案するまでの間に、契約課長、建築課長を含めた３者協議を行ったり、あるいは個別に、

廊下と言いましたけれど、そういうような協議をしたり、また起案前に教育部長と相談し、さ

らに教育部長と文化課長、所管課長が副市長のところに行って事前了解を得るというようなこ
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とがあったと答弁がありました。その一方で、これらについては、一切証拠がないという答弁

がありました。これが納得できない１です。 

それから納得できない２は、審査委員会５人の中に所管の部長と課長がそろって入っている

と。密接だからというふうに言うわけだけれど、密接だと困るでしょう。自分が起案して自分

が選定に入っていくわけですよ。そこで配点もつくり、配点も確認していくと。そして自分た

ちが採点していくわけですから、そういう意味では先ほど言った３つの要素が担保できたかと

いう点で言えば疑念は残ると。 

それから３点目は、最初から最後まで工期だと言われるのだけれど、工期の厳守と言われる

のだけれど、この視点がまともかという問題があります。本市のこれまで大型箱物をやるとき

は、ずっと追い立てられるようにやってきました。南アフリカ共和国から選手が来るから大急

ぎで間に合うのかと。早くするためには、ＤＢＯしかないとかね。いろいろだまされてきまし

たよ。今回においても、とにかく工期だと言って追い立てられるように市民に２０億円出して

くださいというようにも受け止められます。この工期の設定についても、そもそもが不透明感

があるわけです。よって、私は文化会館の大規模改修が必要なこと、それに一定規模の財政出

動が必要なことは認めるのだけれど、このようなやり方で本当にやって良いのかと。こういう

ことであれば指名競争入札のほうが、よっぽど透明性もあるし、そして工事に対する品質確保

の信頼性もあるのではないかというふうに思うくらいです。討論を終わります。 

○委員長 

ほかに討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１１７号 契約の締結（文化会館大規模

改修工事）」について、原案のとおり可決することに、賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙  手 ） 

賛成多数。よって本案は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１２２号 令和３年度 飯塚市一般会計補正予算（第８号）」を議題といた

します。執行部の補足説明を求めます。 

○生活支援課長 

「議案第１２２号 令和３年度 飯塚市一般会計補正予算（第８号）」について、ご説明い

たします。追加提案分と表示しております令和３年度補正予算資料の３ページをお願いいたし

ます。今回の補正予算につきましては、一般会計で既定の予算総額に１１億８０６９万６千円

を追加いたしまして、補正後の予算総額を８３５億５４０８万７千円にしようとするもので、

表の下に記載しておりますように、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費を補正するも

のでございます。 

４ページの補正予算概要書をお願いいたします。まず歳入の国庫支出金につきましては、今

回の補正に係る歳出予算に計上する事業費は、いずれも国の制度に基づく事業でございますの

で、歳出予算と同額を計上いたしております。 

次に歳出でございますが、民生費、社会福祉総務費の黒丸、新型コロナウイルス感染症生活

困窮者自立支援事業では、当該制度の延長に伴い、１億２７８７万１千円を追加するものでご

ざいます。今回の制度変更に伴い、緊急小口資金等を借り終えた世帯に対する給付の申請受付

期間が、令和４年３月３１日まで延長となり、初回の自立支援金の受給が終了した世帯に対す

る再給付が拡充され、令和４年１月以降は、給付対象者に社会福祉協議会の緊急小口資金貸付

及び総合支援資金貸付の初回貸し付けを借り終わった世帯が加えられました。また、求職活動

要件につきましては、ハローワーク以外の公的職業相談窓口での面接等でもいいと要件が緩和

されております。なお、年度内に事業が完了いたしませんので、繰越明許費を設定いたしてお

ります。 
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○子育て支援課長 

 ５ページをお願いいたします。児童福祉総務費の子育て世帯等臨時特別支援事業費では、平

成１５年４月２日から令和４年３月３１日までに出生した児童を養育する児童手当受給の所得

要件を満たす者に対し、年内に支払うこととされている５万円の先行給付金に係る経費１０億

５０１９万８千円を追加するものでございます。６ページ以降に、今回の補正に係る歳入歳出

予算額の推移表を添付いたしております。内容の説明につきましては、省略させていただきま

す。以上で補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 生活困窮者自立支援事業費についてお尋ねをいたします。対象者については説明もありまし

たし、資料もありますけれども、具体的にはどのくらいの人数の方に通知をするのか、お尋ね

します。 

○生活支援課長 

資料の中にあります概要書の中に記載しております対象世帯を５５２世帯と想定しておりま

す。今回の補正の世帯数の見込みにつきましては、再支給分と今回の対象世帯の要件緩和によ

ります新規の初回給付分に分けて算定をしております。 

まず、再支給の対象となる初回給付の申請者が、この補正予算を算定しました１１月２２日

現在で１５０世帯ございまして、対象者の初回給付期間中の常用就職や初回給付の申請中止等

の実績から、このうち１２０世帯を再支給の申請世帯と見込んでおります。 

次に、今後の初回申請の見込みにつきましては、１１月２２日現在の社協の総合支援資金初

回貸し付けの申請済み世帯が１１１６世帯ございます。今後、令和４年３月末までに社協の緊

急小口資金及び総合支援資金貸付が終了し、支援金の申請対象となる世帯は、令和４年１月ま

での貸付申請世帯となりますが、この貸付申請世帯を２カ月、今年度の貸付申請の月平均件数

である６０件の２カ月分で１２０世帯と先ほどの１１１６世帯の合計１２３６世帯を社協の緊

急小口資金及び総合支援資金貸付金初回貸し付け終了による給付対象者の総数と見込んでおり

ます。さらに、支援金の申請要件につきましては、住民税非課税世帯並みの収入要件もありま

すことから、本市の住民税非課税世帯の率を参考にして、３５％を乗じた４３２世帯を、今後

の初回申請見込み世帯としておりまして、先ほどの１２０世帯と４３２世帯を合計しました

５５２世帯を見込んでいるところでございます。 

なお、これまでの申請実績におきます社協の貸付要件を満たした世帯数に対します支援金の

申請世帯の率は、１１月下旬の補正予算算定時点で１７．８％となっております。 

○川上委員 

 そうすると個別通知は、この４３２世帯プラス１２０世帯の５５２世帯に送るということに

なりますか。それとも１月１日以降の分を外した分が別にあるのでしょうか。 

○生活支援課長 

 プッシュ型の個別通知につきましては、１１月末時点で、支援金の初回給付の申請を終えら

れております１５０世帯と、あとは先ほど積み上げで申し上げましたけれども、社協の総合支

援資金、緊急小口資金の初回貸し付けが終了されます１１２３世帯を対象としまして通知を送

ることにしております。社協の初回貸し付け終了者につきましては、今後社会福祉協議会から

対象者の情報の提供をしていただいた上で、令和４年１月以降に給付申請の受け付けが始まる

ことを案内することを予定しております。 

○川上委員 

対象になり得る人に漏れなくというのはかなり難しいかもしれませんけれど、個別通知が可

能なところを個別通知するし、これから予想される対象者には、きちんと捕捉ができるように
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するし、それから市報などで一般的にも、水道料の値上げばっかり押し出さないで、こういっ

たことを知らせていく必要があると思います。 

それから次は、子育て世帯等臨時特別支援事業費についてお尋ねします。臨時国会で岸田首

相がいろいろ答弁されて、揺れているとは思うのですけれど、現在のところは年内、どのくら

いの世帯、子どものところに５万円が届くようになっておるのかお尋ねします。 

○子育て支援課長 

 先行給付の５万円につきましては、公務員を除く児童手当受給の所得要件を満たす世帯

８１３５世帯、１万５７１４名の児童が現在該当しております。こちらにつきましては、

１２月２７日に支給予定としております。 

○川上委員 

 公務員その他については、独自に申請が必要だということについては周知が要ると思います

けれど、それで残る５万円という言い方はおかしいですけれど、どうなるんですか。もうお金

でもいいよとか言い始めていますけれど。見通しは把握されていませんか。 

○子育て支援課長 

 当初、クーポンによる支給とされておりました５万円につきましては、国より詳細が示され

るものと考えておりますが、市民の皆様からも現金給付を望む声が多く寄せられていることか

ら、本市におきましては、市民の皆様の利便性を考慮して、現金での一括支給を行えるよう、

現在、調整を行っているところでございます。 

○川上委員 

 それは２７日に、１０万円を送れるように準備しているということですか。 

○子育て支援課長 

 現在、そのように調整を行っているところでございます。 

○川上委員 

 それと財源の措置が必要になりますけれど、それについてはどのようにお考えですか。 

○子育て支援課長 

 国のほうでも、補正予算の成立を待たずに着手できるように支援をするというふうに明言し

ておりますので、一括給付は国の補正予算の成立を待たずに説明したいということで、事後に

なりますけれども、国のほうから一括支給を決めた場合であっても補助金を交付するというこ

とで、財源は国から手当てされるものと考えております。 

○川上委員 

 飯塚市としての補正を取らないといけなくなるでしょう。それはどういうふうなやり方を考

えていますか。 

○子育て支援課長 

 予算につきましては、財政課と協議を行っていきたいと考えております。 

○川上委員 

 その上でどういうことになりますか。 

○片峯市長 

 今、やりとりがあっておりますように、国のほうとしてこの件について、いろんな意見やら

ありまして、はっきりしない部分もありましたので、議員の皆さんにも、代表者の方々に、は

っきりとこういう言い方はしませんでしたが、この給付について、よりよい方法をとるときに

は、急ぎ予算執行させていただきたいと思いますので、この件については、専決とさせていた

だきたいと考えておりますということで、ご理解をいただいているところでございます。 

○川上委員 

 本来、臨時議会を招集してでも市民の見えるところで仕事をしたほうがいいと思いますけれ

ど、いずれにしても、それで対象者として不十分さがまだあると思うんだけど、急ぎ、年末に
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渡るように頑張っていただきたいと思います。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○江口委員 

今のお話なのですが、一括給付に関してはそうすべきだと考えています。ただ、私どもまだ、

議会開会中ですよね。まだ最終日まで時間がございます。それこそ最終日に、できましたら間

に合わせていただいて、本会議をとめて委員会付託をしてという形もやれます。現実にそのよ

うにやるようにしたという自治体も出てきています。専決処分がないわけではないですが、そ

れはあくまでも開会すること、招集することができなかった場合ですので、今は開会中であり

ますので、ぜひそういった形でできるように、ある意味、金額についてもおおよそわかってい

る部分でありますので、それはやっていただきたいと思います。 

あと一点、この給付対象なんですけれど、昨年の一律１０万円の特別定額給付金の際にも問

題になったのですが、ＤＶとかで別居しているご家庭がありますよね。そういったところに関

しては、どのように把握されるようになりますか。 

○子育て支援課長 

 ＤＶにより避難されている方については、住所地ではなく居住地から児童手当を受給してい

る場合が多いということですので、子育て特別給付金につきましても居住地から支給すること

としております。 

○江口委員 

 居住地から支給するのはいいのですが、そういった部分、そういった方々をどのように把握

してやっていくのか。ある意味離れて暮らしている、ある意味、加害者側、どちらかはわかり

ませんよ、のところにお金が行ってしまったら元も子もないというか、本意ではないわけでし

ょう。そこをどうやってやられるのかお聞かせください。 

○子育て支援課長 

 ＤＶで、既に別のところに、住所地と違うところに居住されている方で児童手当の手続を終

わられている方につきましては、児童手当の支給ということで確認できますが、そうでなく、

最近そういった形で避難をされている方々につきましては、申し出により支給をしたいと考え

ております。 

○江口委員 

ほかの自治体を見ても申し出をやってくださいという部分が、結構ホームページに出ていま

す。ところがホームページはどうしても探さないとわからない部分がありますので、片一方で、

どうやってそれをお届けするのか、そこについてはしっかりと工夫をしていただきたい。もう

届け出があっておられる方というか、ＤＶで引っ越してきたよとか、別に暮らしているんだと

いうのがわかっている方については、児童手当の手続が終わっていなくても、わかっている方

についてはプッシュ型で、こちらのほうからきちんと連絡を差し上げるとか、そういった努力

をするとともに、ホームページだけではなく、せっかくＳＮＳをやり始めたわけでしょう。そ

ういった部分を使ってやっていただきたいと思います。 

あと一点、この給付金については所得制限があるわけなのですが、所得制限の撤廃容認とい

う経済再生担当相の発言があったというふうにお聞きしています。その点については、飯塚市

としてはどのようになされるおつもりか、お聞かせください。 

○子育て支援課長 

 そのような国の見解が示されていることは、本日、聞きましたけれども、もともと今回の給

付金につきましては、国の事業で子ども・子育て支援の推進の一つとして行われているもので、

新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けている世帯を対象として行われているものでござ

います。本市におきましても、一定の収入が確保されている世帯につきましては対象外として
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考えているところでございますが、今後につきましては、また検討を行っていくことになるか

と思います。 

○江口委員 

 確かに所得制限があるのはあるんだけれど、お１人の所得が多い方だけになっているので、

世帯全体ではないということを考える。片一方では、子育て世代への支援が、どれだけボリ

ュームがあるのかということ考えると、高齢世代と比べると非常に心もとないという話もあり

ます。そういったことも考え合わせて、しっかりと検討していただきたいと思います。改めて

言いますけれど、この現金一括給付に関しては大歓迎ではありますが、できるだけ本会議中に、

あと数日ではありますが、提出していただいて終われるようにしていただきたいと思っており

ます。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○田中武委員 

 １０万円の給付の件で一つお聞きしたいのですけども、確かに同僚議員が言っていましたよ

うに年収の９６０万円ですか、意味的には、あれをよく考えると、ちょっとこう不都合かなと

いうところの部分があるのですが、ちょっと心配しているのが一つだけ。９６０万円の年収を

やはり調査をせないかんだろうと思いますけど、さっき言われた１０万円一括が２７日までに

頑張ってやりたいということですけれども、多分漏れる方も、年明けて支払わないといけない

ケースというのは、ないのですかね。あったら教えてください。 

○子育て支援課長 

 先ほど申し上げました１２月２７日に支給予定の世帯につきましては、児童手当の受給世帯

でございます。ですので、口座情報等とも変更や口座の凍結等がなければ必ずそこに振り込ま

れますので、漏れることはないと考えております。 

○田中武委員 

 わかりました。９６０万円の年収のところも審査しないといけないのやろ。しない。もう

１８歳以下は全部支給するということで理解していいですか。 

○子育て支援課長 

 今回の給付金の対象外となりますのは、児童手当の所得限度額を超える世帯ということで、

よく言われている９６０万円ですけれども、こちらは扶養家族が３人の世帯の例でございます。

実際には扶養親族の人数によって、若干、所得制限の金額も変わってきますけれども、こちら

超えている方は、児童手当が特例給付という特別な、子どもさん１人につき５千円の給付額が

異なる制度で、児童手当を受けておられます。ですので、今現在、児童手当なのか特例給付な

のかということは、もう９月３０日の時点でわかっておりますので、今回はそういう意味で漏

れる方というのはいらっしゃいません。あと今後は高校生等については申請をしていただいて、

児童手当の対象ではありませんので申請をしていただいて、所得を確認して支給を行っていく

というような流れになっております。 

○田中武委員 

 わかりました。高校生を持っている１６、１７、１８歳ですか、という方については、改め

て申請をしていただかないといけないため、２７日にはもう間に合わないということで理解し

ていいですね。はい、わかりました。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 
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討論を終結いたします。採決いたします。「議案第１２２号 令和３年度 一般会計補正予

算（第８号）」については、原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

お諮りいたします。案件に記載のとおり、執行部から２件について報告したい旨の申し出が

あっております。報告を受けることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、報告を受けることに決定いたしました。 

「飯塚市教育委員会事業評価結果（令和２年度分）について」報告を求めます。 

○教育総務課長 

「飯塚市教育委員会事業評価結果（令和２年度分）について」、ご説明いたします。このこ

とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき、令和２年度に実施

した事業の管理及び執行状況について点検・評価を行い、その結果を報告するものでございま

す。 

それでは、別途配付しております「飯塚市教育委員会事業評価結果報告書」によりご説明さ

せていただきます。１ページをお願いいたします。１ページには、点検・評価を行う目的、教

育委員会の組織などについて記載しております。次に、２ページには教育委員の活動状況とし

て、教育委員会会議の開催状況等と、３ページにかけまして研修会や学校訪問などの参加状況

を記載しております。 

４ページをお願いいたします。「Ⅳ 令和２年度事業評価」の「１ 点検・評価」について

は、飯塚市教育施策要綱に掲げた主要施策を達成するために取り組みました主な事業を点検・

評価の対象とし、各事業の達成状況について、外部評価者である教育大学教授１名と元学校長

１名の２名の方から、Ａ：達成している、Ｂ：おおむね達成している、Ｃ：課題がある、Ｄ：

事業見直しが必要の４ランクで評価をいただいております。 

次に、中下段の「２ 全体評価結果」としまして、学校教育分野５事業、社会教育分野５事

業の計１０事業を点検評価の対象とし、その集計結果を記載しております。結果につきまして

は、Ａの達成が６事業、Ｂのおおむね達成が３事業、Ｃの課題があるが１事業、Ｄの事業見直

しがゼロという結果となっております。 

次の５ページから６ページにかけまして、それぞれの２名の方からの外部評価講評として、

事業全体を通しての意見を記載しております。いずれの評価者からも、全体的にはおおむね適

切に事業が実施されていると評価をいただいておりますが、さまざまな課題やコロナ禍におけ

る取り組み等について、それぞれの事業に対し専門的なご意見もいただいております。 

７ページから１４ページまでに、その取組施策別評価結果を記載しておりますが、その中で、

主な事業についてご説明させていただきます。 

７ページをお願いいたします。（１）学校教育の分野について、「ＩＣＴ活用指導力の向上

に係る取組の実施」では、児童生徒に１人１台整備されたタブレットの活用及び教育効果につ

いては、教員のＩＣＴ活用能力に左右されると思われるが、ＩＣＴ活用指導力の向上を図るた

めの研修会が組織的・計画的に実施されており、さらにＩＣＴ研究指導員や、ＧＩＧＡスクー

ルサポーターを市内小中学校に派遣し、授業レベルでの研修や授業支援が積極的に展開されて

いる。これは児童・生徒の学習に直接反映されるため、今後の取り組みについても期待できる

との評価をいただいております。 

次に、８ページをお願いいたします。下段の「外国人児童生徒教育支援事業の実施」では、

飯塚市では、年々日本語指導の必要な外国人児童生徒が増加しており、その国籍も多様化して

いる中、入級申請の全てを受け入れ、日本語の指導だけではなく、教科の補充学習や一斉学習

時の補助を行うこともできている。また取り出し指導や、入り込み指導と２つの指導形態が構
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築されており、令和２年度からは日本語指導支援員が配置されるなど、より手厚い指導ができ

ているとの評価をいただいております。 

続きまして、１１ページをお願いいたします。（２）社会教育の分野について、「ＰＴＡと

連携した家庭教育推進事業の実施」では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、さま

ざまな活動が中止等となる中、例年開催しております家庭教育講演会のかわりに、各小中学校

のＰＴＡの活動等の内容をまとめた家庭教育実践集を作成し配布するなど、ＰＴＡ連合会の前

向きで積極的な姿勢が、コロナ禍における新たな取り組みを生み出す結果となっているとの評

価をいただいております。 

次に、１２ページをお願いいたします。中段「放課後子ども教室や児童クラブ等との連携」

につきましては、放課後子ども教室は開始より１５年継続して実施されており、学校や地域と

連携を深めながら学習活動・スポーツ文化活動を支援する一方、高齢者等との交流も深めるこ

とができている。しかし児童クラブと学校等との合同連携会議が一度も開催されておらず、そ

の成果が期待できるだけに残念である。早期実現により、さらなる学社連携の相乗効果を期待

したいとのご意見をいただきました。 

その他の事業も含め、いただきました評価、ご意見は、各担当部署において、今後の事業に

生かしてまいります。 

１５ページをお願いいたします。１５ページには、事務事業に係る点検・評価一覧表でござ

います。次の１６ページから３１ページにかけましては、各所管課において作成しました「点

検及び評価シート」１０事業分を添付しております。この「点検及び評価シート」につきまし

ては、事業等の目的、内容、目標値、また取組状況やその成果、今後の方向性等を各所管課に

おいて自己点検・評価を行い、この内容につき、外部評価者に先ほどの評価をいただいたもの

でございます。内容の説明につきましては、省略させていただきます。 

最後に、３２ページをお願いいたします。３２ページから３３ページにかけましては、参考

資料としまして、令和２年度の教育委員会会議における議案等の一覧表でございます。以上、

簡単でございますが、報告を終わらせていただきます。 

○委員長 

報告が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「『第２次飯塚市総合計画（中間見直し）案』に対する市民意見募集について」報告

を求めます。 

○総合政策課長 

「『第２次飯塚市総合計画（中間見直し）案』に対する市民意見募集について」報告いたし

ます。第２次飯塚市総合計画につきましては、２０１７年度（平成２９年度）を初年度とし、

２０２６年度（令和８年度）までの１０年間を計画期間としており、今年度、令和３年度で中

間年度を迎えたことから、計画の中間見直し案を策定し、市民意見募集を実施することといた

しましたので、その概要について報告するものでございます。 

資料１の１ページをお願いします。ページ左側には、現計画の策定の趣旨と概要を記載して

おります。ページ右側には、今回の中間見直しの概要ということで、（１）中間見直しの範囲

としまして、３行目以降に記載のとおり、今回の中間見直しについては、計画策定当初からこ

れまでの間の社会経済情勢等の変化や新たに生じた課題などへ柔軟に対応するために必要な見

直しを行い、基本構想については引き続き継承し、取り組むべき施策を総合的かつ体系的にま

とめた基本計画について、必要な見直しを行うこととしております。具体的には、７分野の政

策と４０の施策の柱ごとに目標の達成状況の把握や課題の評価検証を実施し、必要な表現の修

正や目標達成指標の見直しなどを行うものです。また、人口、産業構造及び財政の状況につい
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ては、国勢調査の結果や決算状況を反映し、時点修正を行っております。（２）には、「ＳＤ

Ｇｓの取組」として、国においては、自治体の各種計画にＳＤＧｓを反映させることを推奨し

ており、今回の中間見直しにおいて、総合計画に掲げる施策の推進が、ＳＤＧｓの目標達成に

もつながるものとして、基本計画の各施策とＳＤＧｓの１７のゴールとの関連性を明示するこ

とといたしました。 

２ページ及び３ページには、人口構造と産業構造の推移について、それぞれ時点修正を行い、

最新の状況を加えております。また４ページには、財政の状況と財政見通しについて、本年

６月議会において財政課より全常任委員会に報告を行いました内容を反映させ、掲載しており

ます。内容の説明については省略させていただきます。 

５ページをお願いします。昨年実施しました市民意識調査の結果について、５ページには、

「飯塚市の住みやすさについて」、６ページには「市民が感じるまちづくりの満足度」と「将

来的に飯塚市が力を入れるべき取組」の３項目について掲載しております。計画策定前の平成

２７年に実施した市民意識調査結果との経年比較について、文章中に記載しております。 

７ページをお願いします。中間見直しの全体構成となりますが、４０施策を一覧表で掲載し、

右側の黒丸を付けた施策が見直しを行った施策で、２８の施策について見直しを行い、８ペー

ジから３５ページまで掲載しており、見直しを行った部分は黄色のマーカーで着色している部

分となります。また参考までに、資料２「中間見直し新旧対照表」を作成しております。資料

２の内容の説明については省略させていただきますので、後ほどご確認いただければと存じま

す。 

それでは見直しを行いました施策について、本委員会の所管に関する主な見直し内容を説明

させていただきます。１７ページをお願いします。「安心して産み育てやすい環境づくり」の

施策になります。ここでの見直しは、ページ左側の現状と課題について、保育施設の新たな整

備や認定こども園への移行に伴う定員の増加、また幼稚園での預かり保育事業の継続などによ

る就学前施設の選択肢の充実に加え、保育士確保対策事業の推進により未利用児童数は大幅に

減少しているが、依然、保育士が不足しているという現状に即した記述に改め、ページ右側の

基本事業③放課後児童クラブの充実について、児童クラブの事務を教育委員会に移管し、学校

との連携を強化し子どもたちの生きる力を育んでいくことなどを新たに記載しております。 

２４ページをお願いします。「確かな学力を育む教育の推進」の施策になります。ここでは、

ページ左側の現状と課題について、長寿命化計画に基づく学校施設の改修やＩＣＴ環境整備な

どの教育環境の整備を進めることが重要であるという記載に改め、そのことに関連して、ペー

ジ右側、基本事業⑤学校施設の環境整備の推進について、令和２年６月に策定した飯塚市学校

施設長寿命化計画に基づき、施設改修を推進していくということを新たに記載しております。 

２７ページをお願いします。「文化芸術の創造」の施策になります。ここでは、ページ左側

の現状と課題について、市に移譲された嘉穂劇場に関し、文化を発信できる拠点施設となるよ

う活用方法の検討を進めていくということを新たに記載しており、次の２８ページをお願いし

ます。「歴史的・文化的遺産の保護と活用」の施策になりますが、ページ左側の現状と課題に

ついて、令和２年と平成３０年に、それぞれ国の指定を受けた旧伊藤伝右衛門邸と目尾炭鉱跡

についての記載を追加しております。 

３６ページをお願いします。冒頭に申しましたとおり、各施策とＳＤＧｓの１７のゴールと

の関連性を黒丸で明示して一覧表にしたものになります。このひもづけの考え方につきまして

は、総合計画のページに記載される基本事業までの内容で線引きをして関連づけを行ったもの

となります。 

最後に、資料３をお願いします。今回、提示させていただきました中間見直し案について、

資料に記載の内容で、１２月２７日から１月２１日までの期間で市民意見募集を実施したいと

考えております。そのほか、閲覧場所等、市民意見募集の概要につきましては、資料に記載の



５２ 

とおりでございますので、ご確認いただきたいと存じます。以上で報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。なお、「第２次飯塚市総合計画（中間見直し）

案」における具体的な事業等に関する質疑については、当委員会の所管に関するものにとどめ

ていただきますようお願いいたします。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

これをもちまして、福祉文教委員会を閉会いたします。 


